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は じ め に

　近年、急速に進む少子高齢化、人口減少に伴う労働力不足や、国民のニーズの

多様化、グローバル化など、企業や労働者を取り巻く環境が大きく変化しています。

　こうした中、多様な人材が活躍できる社会や、次代の社会を担う子どもを安心

して産み育てられる社会を構築していくことは、今後将来にわたって経済社会の

活力を維持していく上で、ますます重要な課題になっています。

　「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」は、女性が職業生活にお

いて活躍できる雇用環境を整備するために、また、「次世代育成支援対策推進法」

は、子育てと仕事を両立しやすい雇用環境を整備するために、企業や国、地方公

共団体に対して、行動計画を策定し、実施していくことを求めています。

　このガイドブックは、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」、

「次世代育成支援対策推進法」の内容を中心に、行動計画策定のポイント等につ

いてまとめたものです。

　この冊子が、ライフ・ワーク・バランスを実現し、働きやすい職場環境づくり

を推進するための参考資料として、企業経営者の皆様や働く方々の一助となれば

幸いです。

令和２年３月

� 東京都産業労働局雇用就業部
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Ⅰ 　 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の概要 

１　女性活躍推進の重要性
　我が国においては、働く場面において、女性の力が十分に発揮できているとは
言えない状況にあります。
　⃝�近年、女性の就業率は上昇を続けていますが、就業を希望しながらも働いて
いない女性（就業希望者）は237万人※１に上っています。

　⃝�第一子出産を機に退職する女性は46.9％※２と依然として多いと言えます。
　⃝�出産・育児後に再就職した場合も、パート等になる場合が多く、女性雇用者
における非正規雇用者の割合は６割近く（56.1％）※１に上ります。

　⃝�管理的立場にある女性の割合は14.9％※１と、近年緩やかな上昇傾向にあるも
のの、国際的に見ても低い水準にあります。

　一方で、生産年齢人口が減少する中、意欲や能力のある女性の力を活かすこと
は、人材確保の上でも、また、国民のニーズの多様化やグローバル化に対応する
ため、企業における人材の多様性を確保する上でも、有効な方策と考えられます。
※１　総務省統計局「平成30年労働力調査」より
※２　国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調査」より

２　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律とは
　「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（以下、「女性活躍推進
法」といいます。）は、近年、女性の職業生活における活躍（＝女性が個性と能
力を十分に発揮して職業生活において活躍すること）が一層重要となっているこ
とを踏まえ、男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需
要の多様化・グローバル化等、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある
社会を実現することを目的に、平成27年９月に制定、平成28年４月１日に施行さ
れました。さらに、令和元年６月に改正法が公布されています。
　この法律は、女性の職業生活における活躍を推進するため、基本原則及び国、
地方公共団体、事業主（一般事業主）の責務等を明らかにするとともに、基本方
針及び一般事業主による行動計画の策定等に関する事項を定めています。
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３　一般事業主が行うべきこと
　常時雇用する労働者が301人以上の事業主（一般事業主）は、以下の⑴から⑷
までを行う義務があります。
　令和４年４月１日からは、対象が常時雇用する労働者が301人以上から101人
以上の事業主に拡大されます※。

⑴　自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析
⑵　�⑴を踏まえた「一般事業主行動計画」（以下「行動計画」といいます。）
の策定、社内周知、公表

⑶　行動計画を策定した旨の届出
⑷　女性の活躍に関する情報の公表

　さらに、行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する
状況等が優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を
受けることができます。

※�令和元年６月に、女性活躍推進法が改正されました。
　⃝�行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義
務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業
主に拡大されます。（施行：令和４年４月１日）

　⃝�常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、行動計画策定にあたっ
て、原則として、「①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提
供」及び「②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」
の区分ごとに１つ以上数値目標を設定しなければならないこととなり
ました。（施行：令和２年４月１日）（P15参照）

　⃝�常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、女性活躍に関する情報公
表の強化が求められます。（施行：令和２年６月１日）（P29参照）

　⃝�女性の活躍推進に関する状況等が特に優良な事業主に対する特例認定
制度（プラチナえるぼし）が創設されます。（施行：令和２年６月１
日）（P35参照）
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Ⅱ 　一般事業主行動計画の策定 

　女性活躍推進法に基づき、以下の通り取組を進めてください。

＜取組の流れ＞

状 況 把 握 ・ 課 題 分 析

行 動 計 画 の 策 定

行 動 計 画 の 周 知 ・ 公 表

行動計画を策定した旨の届出

取 組 の 実 施 、 効 果 の 測 定

１

２

３

４

５

０　取組にあたって
　以下の通り体制を整備したうえで、取組を進めましょう。
　⃝�組織のトップ自らが、組織全体に強いメッセージを発信するなど、主導的に
取り組みましょう。

　⃝�人事労務担当者や現場管理職に加え、男女労働者や労働組合等の参画を得た
行動計画策定のための体制（委員会等）を設けることが効果的です。

　⃝�必要に応じて労働者や労働組合等に対するアンケート調査や、意見交換等を
実施し、職場の実情の的確な把握に努めましょう。

3 Ⅱ  一般事業主行動計画の作成 



１　自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析
　まず、行動計画の策定に先立ち、自社の女性の活躍に関する状況を把握し、そ
こから自社の課題を分析しましょう。

��⑴��把握・分析する項目��
　「基礎項目」（以下表の太字下線部）については、各項目とも必ず状況把握、
課題分析を行ってください。その結果、事業主にとって課題であると判断された
事項については、「選択項目」（以下表の太字下線部以外の項目）を活用し、さら
にその原因の分析を深めましょう。
　また、各事業主の実情に応じて適切であると考える事項についての状況把握・
課題分析を行うことも効果的です。
　なお、原則直近の事業年度について状況把握をしてください。困難な場合は
前々事業年度の状況把握をしてください。

　令和２年４月１日より、常時雇用する労働者が301人以上の事業主が把握すべ
き項目は、「①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」と「②職業生
活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」に区分されることとなりました。

【区分①】　女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供

課　題 状　況　把　握　項　目

採　用
⃝�採用した労働者に占める女性労働者の割合（区）
⃝ 男女別の採用における競争倍率（区）
⃝ 労働者に占める女性労働者の割合（区）（派）

配置・育成・…
教育訓練

⃝ 男女別の配置の状況（区）
⃝  男女別の将来の育成を目的とした教育訓練の受講の状況（区）
⃝ 管理職や男女の労働者の配置・育成・評価・昇進・ 

性別役割分担意識その他の職場風土等に関する意識 
（区）／（派：性別役割分担意識など職場風土等に関する意識）

評価・登用

⃝�管理職に占める女性労働者の割合
⃝ 各職階の労働者に占める女性労働者の割合及び役員に占める女性

の割合
⃝ 男女別の１つ上位の職階へ昇進した労働者の割合
⃝ 男女の人事評価の結果における差異（区）

4Ⅱ  一般事業主行動計画の作成 
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職場風土・
性別役割…
分担意識

⃝ セクシュアルハラスメント等に関する各種相談窓口への相談状況
（区）（派）

再チャレンジ…
（多様なキャ
リアコース）

⃝ 男女別の職種又は雇用形態の転換の実績（区）（派：雇入れの実績）
⃝ 男女別の再雇用又は中途採用の実績（区）
⃝ 男女別の職種若しくは雇用形態の転換者、再雇用者又は中途採用

者を管理職へ登用した実績
⃝ 非正社員の男女別のキャリアアップに向けた研修の受講の状況
（区）

取組の結果
を図るため
の指標

⃝ 男女の賃金の差異（区）

【区分②】　職業生活と家庭生活の両立に資する雇用環境の整備

課　題 状　況　把　握　項　目

継
続
就
業
・
働
き
方
改
革

⃝�男女の平均継続勤務年数の差異（区）
⃝ 10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女

別の継続雇用割合（区）
⃝ 男女別の育児休業取得率及び平均取得期間（区）
⃝ 男女別の職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度（育

児休業を除く）の利用実績（区）
⃝ 男女別のフレックスタイム制、在宅勤務、テレワーク等の柔軟な

働き方に資する制度の利用実績
⃝�労働者＊の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
⃝ 労働者＊の各月ごとの平均残業時間等の労働時間の状況（区）（派）
⃝ 有給休暇取得率（区）
＊�管理職を含むすべての労働者が対象（ただし、高度プロフェッショナル
制度の対象労働者については、健康管理時間を把握）。

※�（区）の表示のある項目については、雇用管理区分ごとに把握を行う必要があり
ます。（典型例：一般職／総合職／パート）
※�（派）の表示のある項目については、派遣労働者の役務の提供を受ける場合に
は、派遣労働者を含めて把握を行う必要があります。
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���⑵��課題分析の方法例・取組内容の例��
　自社の課題分析、取組内容の参考として、フローチャート及び表※をご紹介し
ます。フローチャートに沿って、「基礎項目の分析→選択項目の分析→その原因
を分析」と検討を深めることが望ましいでしょう。
　　※事業主行動計画策定指針　別紙二より抜粋（一部加工）
　　　�フローチャート内の点線枠は、状況把握項目の把握の前提として確認すべき事項、選択項目

以外の項目等を示しています。

行動計画の策定に向けた課題分析の手法例の全体像

6Ⅱ  一般事業主行動計画の作成 
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①採用関係
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②継続就業及び職場風土関係
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③長時間労働関係
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④配置・育成・教育訓練及び評価・登用関係
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２　行動計画の策定
　１で行った状況把握、課題分析の結果を勘案し、「行動計画策定指針」に即し
て、行動計画を策定しましょう。行動計画には、以下の内容を定めるものとされ
ています。

計画期間
⃝ 令和７年度までの10年間を、おおむね２年間から５年間に区切りま

しょう。
⃝ 定期的に行動計画の進捗を検証しながら、改定を行いましょう。

数値目標

⃝ 実数、割合、倍数等数値を用いるものであればいずれでもよいです。
⃝ 数値目標の水準については、計画期間内に達成を目指すものとし

て、事業主の実情に見合った水準とすることが重要です。

＜常時雇用する労働者が301人以上の事業主＞
　令和２年４月１日以降が始期となる行動計画を策定する際、原
則として「①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」

「②職業生活と家庭生活の両立に資する雇用環境の整備」の区分
ごとにそれぞれ１項目以上選択して関連する数値目標を定める必
要があります（１ ⑴ 把握・分析する項目（P４）を参照。基礎
項目、選択項目は問いません。）。
　状況把握・課題分析をした結果、２つの区分のうちいずれか一
方の取組がすでに進んでおり、いずれか一方の取組を集中的に実
施することが適当と認められる場合には、いずれかの区分から２
項目以上を選択して数値目標を設定しても構いません。
＜常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主＞
⃝ 数値目標を１項目以上設定してください（施行日：令和４年４

月１日）。
⃝ 状況把握、課題分析の結果、事業主にとって最も大きな課題と

考えられるものから優先的に数値目標を設定しましょう。
⃝ できる限り積極的に複数の課題に対応する数値目標を設定する

ことが効果的です。

取組内容
⃝ 最も大きな課題と考えられるものとして数値目標の設定を行ったも

のについて優先的に、その達成に向けてどのような取組を行うべき
かを検討しましょう。

実施時期 ⃝ 実施時期についても併せて検討しましょう。
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【留意点】
●制度整備だけでは不十分
　⃝�両立支援制度の整備のみを進めても、両立支援制度を利用しながら女性が活
躍していくことに協力的な職場風土が形成されていない場合や、長時間労働
等働き方に課題がある職場の場合は、十分な効果が現れないことがありま
す。

　⃝�職場風土や長時間労働等の働き方に関する課題を有する事業主は、併せてそ
の是正に取り組むことが効果的です。

●派遣労働者に対する取組の進め方
　⃝�派遣労働者に対する取組は、派遣元事業主が責任を持って進める必要があり
ます。

　　�他方、職場風土改革に関する取組や長時間労働の是正は、職場単位で行うこ
とも重要であることから、派遣先事業主は派遣労働者も含めてすべての労働
者に対して取組を進めていくことが求められます。

　⃝�職場風土に関する課題や長時間労働という課題については、派遣元事業主は
派遣労働者の派遣先ごとに状況把握、課題分析を行い、必要な場合には、派
遣先の人事労務担当者と話合いを行うなど、取組を推進するよう働きかける
とともに、必要なフォローアップを行うことが重要です。

●男女雇用機会均等法に違反しない内容とすることが必要
　⃝�女性が４割を上回っている雇用管理区分において女性の活躍を推進しようと
する場合は、男女労働者ともに対象とした取組を実施しましょう。

　　＜男女雇用機会均等法（法８条、指針１）＞
　　　�募集・採用・配置・昇進等において、女性労働者を男性労働者と比較して

優先的に取り扱う取組（ポジティブアクション）については、女性労働者
が男性労働者と比較して相当程度少ない（女性が４割を下回っている）雇
用管理区分であるなど、一定の場合以外は、法違反として禁止されていま
す。

●女性管理職の登用について
　⃝�社内に女性管理職等のロールモデルがまだ育成されていない企業において
は、外部から女性管理職等を登用することも考えられますが、男性労働者と
同様に、自社で働く女性労働者を育成・登用することも重要です。
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３　労働者に対する行動計画の周知・外部への公表
　行動計画を策定・変更したときは、労働者への周知及び外部への公表を行わな
ければなりません。
　①周知方法
　　非正社員を含めたすべての労働者に周知しましょう。

⃝事業所の見やすい場所へ掲示　　⃝電子メールによる送付
⃝書面の交付　　　　　　　　　　⃝イントラネットへの掲載　　など

　②公表方法

　
⃝自社のホームページへの掲載
⃝「女性の活躍推進企業データベース」（厚生労働省運営）掲載　　など

４　行動計画を策定した旨の届出
　行動計画を策定・変更した旨を都道府県労働局に届け出ましょう（行動計画本
体を添付する必要はありません）。届出に必要な事項が記載されていれば、「一般
事業主行動計画策定・変更届」（P19～22参照）以外の様式によっても有効な届
出となります。

　

＜必要記載事項＞
　⃝一般事業主の氏名又は名称及び住所（法人の場合は、代表者の氏名）
　⃝常時雇用する労働者の人数
　⃝一般事業主行動計画を策定・変更した日（変更した場合は、変更内容）
　⃝�一般事業主行動計画を定める際に把握した女性の職業生活における活躍に
関する状況の分析の概況

　⃝達成しようとする目標及び取組の内容の概況
　⃝一般事業主行動計画の労働者への周知の方法
　⃝一般事業主行動計画の外部への公表方法
　⃝女性の職業生活における活躍の推進に関する情報の公表の方法

　なお、女性活躍推進法に基づく行動計画と、次世代育成支援対策推進法に基づ
く行動計画に関しては、両法に定める要件をいずれも満たし、かつその計画期間
を同一とする場合に、両法に基づく行動計画を一体的に策定、届出ができます。
届出の際は、次世代法・女性活躍推進法一体型様式を利用します（P23～28参照）。
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５　取組の実施、効果の測定
　定期的に、数値目標の達成状況や、行動計画に基づく取組の実施状況の点検・
評価を実施し、その結果をその後の取組や計画に反映させる、計画（Plan）、実
行（Do）、評価（Check）、改善（Action）のサイクル（PDCAサイクル）を確立
することが重要です。
　その際、行動計画の策定に際して状況把握を行った女性の活躍に関する状況の
数値の改善状況についても、併せて点検・評価を行うことが効果的です。
　また、行動計画の改定に向けた検討は、職場の実情を踏まえた実施状況の的確
な点検を基に行うことも重要であり、必要に応じて、労働者や労働組合等に対す
るアンケート調査や意見交換等を実施するなど、職場の実情の的確な把握に努め
ることが重要です。

【東京都女性の活躍推進加速化事業】
　東京都では、中小企業における女性活躍を応援するため、行動計画の策定
やその計画実行をサポートしています。
　企業の実情に応じた取組が進むように、年間を通じて、異なるテーマの研
修や交流会を開催しています。
　参加無料ですので、ぜひ企業研修としてご活用ください。

＜お問合せ先＞
　東京都産業労働局�雇用就業部　労働環境課�雇用環境整備推進担当
　電話：03−5320−4645
　https://www.josei-jinzai.metro.tokyo.jp/

【各種様式等掲載場所】
　各種様式やリーフレット・パンフレットは、厚生労働省ホームページ内
「女性活躍推進法特集ページ」に掲載されています。
　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
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令和２年４月１日以降が始期となる行動計画を作成する場合の様式を掲載しています。
＜女性活躍推進法　行動計画策定・変更届様式＞

様式第１号（省令第一条及び第五条関係） （第一面）

（A4）
一般事業主行動計画策定・変更届

届出年月日 令和 年 月 日

都道府県労働局長 殿
（ ふ り が な ）

一般事業主の氏名又は名称

（ ふ り が な ）

（法人の場合）代表者の氏名 印

住 所

電 話 番 号

一般事業主行動計画を（策定・変更）したので、女性の職業生活における活躍 の推進に関す

る法律第８条第１項又は第７項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。

記

１．常時雇用する労働者の数 人

男性労働者の数 人

女性労働者の数 人

２．一般事業主行動計画を（策定・変更）した日 令和 年 月 日

３．変更した場合の変更内容
① 一般事業主行動計画の計画期間
② 目標又は女性活躍推進対策の内容（既に都道府県労働局長に届け出た一般事業主行動計

画策定・変更届の事項に変更を及ぼすような場合に限る。）
③ その他

４．一般事業主行動計画の計画期間 平成・令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

５．一般事業主行動計画の労働者への周知の方法

① 事業所内の見やすい場所への掲示

② 書面の交付

③ 電子メールの送信

④ その他の周知方法

（ ）

６．一般事業主行動計画の外部への公表方法

① インターネットの利用（女性の活躍推進企業データベース／自社のホームページ／その

他（ ））

② その他の公表方法

（ ）

７．女性の職業生活における活躍に関する情報の公表の方法

① インターネットの利用（女性の活躍推進企業データベース／自社のホームページ／その

他（ ））

② その他の公表方法

（ ）

８．一般事業主行動計画を定める際に把握した女性の職業生活における活躍に関する状況の分析

の概況

（１）基礎項目の状況把握・分析の実施 （ 済 ）

（２）選択項目の状況把握・分析の実施（把握した場合、その代表的なもののみを記載）

（ ）

一般事業主行動計画の担当部局名
（ふりがな）

担当者の氏名

女性活躍推進法
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様式第１号（第一条及び第五条関係） （第二面・第三面）

９．達成しようとする目標及び取組の内容の概況（一般事業主行動計画を添付する場合は記載省略可）

（１）達成しようとする目標の内容（常時雇用する労働者数 301 人以上の事業主は、分類について下

記の表の左欄の数字を記載。数値目標で代表的なもののみを記載。）

(ⅰ )１つ目の達成しようとする目標の内容

(ⅱ )２つ目の達成しようとする目標の内容（常時雇用する労働者数 301 以上の事業主は必ず記載）

表

分類

分類

達成しようとす

る目標に関する

事項（分類）

達成しようとする目標に関連する項目

①女性労働者に

対する職業生活

に関する機会の

提供

・採用した労働者に占める女性労働者の割合 (区)

・男女別の採用における競争倍率 (区)

・労働者に占める女性労働者の割合(区)(派)

・男女別の配置の状況(区)

・男女別の将来の育成を目的とした教育訓練の受講の状況 (区)

・管理職及び男女の労働者の配置・育成・評価・昇進・性別役割分担意識その他の職

場風土等に関する意識(区)(派：性別役割分担意識など職場風土等に関する意識）

・管理職に占める女性労働者の割合

・各職階の労働者に占める女性労働者の割合及び役員に占める女性の割合

・男女別の１つ上位の職階へ昇進した労働者の割合

・男女の人事評価の結果における差異（区）

・セクシュアルハラスメント等に関する各種相談窓口への相談状況 (区)(派)

・男女別の職種又は雇用形態の転換の実績（区）（派：雇入れの実績）

・男女別の再雇用又は中途採用の実績（区）

・男女別の職種若しくは雇用形態の転換者、再雇用者又は中途採用者を管理職へ登用

した実績

・非正社員の男女別のキャリアアップに向けた研修の受講の状況（区）

・男女の賃金の差異（区）

②職業生活と家

庭生活との両立

に資する雇用環

境の整備

・男女の平均継続勤務年数の差異（区）

・10 事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用

割合（区）

・男女別の育児休業取得率及び平均取得期間（区）

・男女別の職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度（育児休業を除く。）

の利用実績（区）

・男女別のフレックスタイム制、在宅勤務、テレワーク等の柔軟な働き方に資する制

度の利用実績

・労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間（健康管理時間）の状況

・労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間（健康管理時間）の状況 (区)(派)

・有給休暇取得率（区）
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（２）女性の活躍推進に関する取組の内容の概況

達成しようとする目標に

関する事項（分類）
女性の活躍推進に関する取組の内容として定めた事項（例示）

採用に関する事項

ア 採用選考基準や、その運用の見直し

イ 女性が活躍できる職場であることについての求職者に向けた積極的広報

ウ 一般職等の職務範囲の拡大・昇進の上限の見直し・処遇改善

エ 一般職等から総合職等への転換制度の積極的な運用

オ 育児・介護・配偶者の転勤等を理由とする退職者に対する再雇用の実施

カ その他

（ ）

継続就業・職場風土に関す

る事項

ア 職場と家庭の両方において男女がともに貢献できる職場風土づくり

に向けた意識啓発

イ 上司を通じた男性労働者の働き方の見直しなど育児参画の促進

ウ 利用可能な両立支援制度に関する労働者・管理職への周知徹底

エ 若手の労働者を対象とした仕事と家庭の両立を前提としたキャリア

イメージ形成のための研修・説明会等の実施

オ 育児休業からの復職者を部下に持つ上司に対する適切なマネジメン

ト・育成等に関する研修等

カ 短時間勤務制度・フレックスタイム制・在宅勤務・テレワーク等に

よる柔軟な働き方の実現

キ その他

（ ）

長時間労働の是正に関する

事項

ア 組織のトップからの長時間労働是正に関する強いメッセージの発信

イ 組織全体・部署ごとの数値目標の設定と徹底的なフォローアップ

ウ 時間当たりの労働生産性を重視した人事評価

エ 管理職の人事評価における長時間労働是正・生産性向上に関する評価

オ 労働者間の助け合いの好事例発表・評価等による互いに助け合う職場

風土の醸成

カ チーム内の業務状況の情報共有／上司による業務の優先順位付けや

業務分担の見直し等のマネジメントの徹底

キ その他

（ ）

配置・育成・教育訓練に関

する事項／評価・登用に関す

る事項

ア 従来、男性労働者中心であった職場への女性労働者の配置拡大と、そ

れによる多様な職務経験の付与

イ 女性労働者の積極的・公正な育成・評価に向けた上司へのヒアリング

ウ 若手に対する多様なロールモデル・多様なキャリアパス事例の紹介／

ロールモデルとなる女性管理職と女性労働者との交流機会の設定等

によるマッチング

エ 職階等に応じた女性同士の交流機会の設定等によるネットワーク形

成支援

オ 時間当たりの労働生産性を重視した人事評価による育児休業・短時間

勤務等の利用に公平な評価の実施

カ その他

（ ）

多様なキャリアコースに関

する事項

ア 採用時の雇用管理区分にとらわれない活躍に向けたコース別雇用管

理の見直し（コース区分の廃止・再編等）

イ 一般職等の職務範囲の拡大・昇進の上限の見直し・処遇改善

ウ 非正社員から正社員（※）への転換制度の積極的運用

エ 育児・介護・配偶者の転勤等を理由とする退職者に対する再雇用の実施

オ その他

（ ）
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（第四面）

（記載要領）

１．「届出年月日」欄は、都道府県労働局長に「一般事業主行動計画策定・変更届」（以下「届

出書」という。）を提出する年月日を記載すること。

２．「一般事業主の氏名又は名称、代表者の氏名、住所及び電話番号」欄は、申請を行う一般

事業主の氏名又は名称、住所及び電話番号を記載すること。氏名については、記名押印又

は自筆による署名のいずれかにより記載すること。一般事業主が法人の場合にあっては、

法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び電話番号を記載すること。代表者

の氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載すること。電話番

号については、主たる事務所の電話番号を記載すること。

３．「一般事業主行動計画を（策定・変更）」欄は、該当する文字を○で囲むこと。

４．「１．常時雇用する労働者の数」欄は届出書を提出する日又は提出する日前の１か月以内

のいずれかの日において常時雇用する労働者の数 、うち男女別労働者の数を記載するこ

と。

５．「２．一般事業主行動計画を（策定・変更）した日」欄は、該当する文字を○で囲むとと

もに、策定又は変更した日を記載すること。

６．「３．変更した場合の変更内容」欄は、該当するものの番号を○で囲むこと。

７．「４．一般事業主行動計画の計画期間」欄は、策定した一般事業主行動計画の計画期間の

初日及び末日の年月日を記載すること。

８．「５．一般事業主行動計画の労働者への周知の方法」欄は、該当するものの番号を○で囲

み、④を○で囲んだ場合は、①から③以外の周知の方法を記載すること。

９．「６．一般事業主行動計画の外部への公表方法」 及び「７ .女性の職業生活における活躍

に関する情報の公表の方法」欄は、該当するものの番号を○で囲み、①を○で囲んだ場合

は、括弧内の具体的方法を○で囲むか、記載すること。②を○で囲んだ場合は、①以外の

公表の方法を記載すること。

10．「８．一般事業主行動計画を定める際に把握した女性の職業生活における活躍に関する状

況の分析の概況」欄は、（１）については、①採用した労働者に占める女性労働者の割合、

②男女の平均継続勤務年数の差異、③労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日

労働の合計時間数等の労働時間の状況、④管理的地位にある労働者（管理職）に占める女

性労働者の割合について把握・分析を実施した場合は、（済）を○で囲み、（２）につい

ては、把握・分析した場合は、その項目を記載すること（代表的なもののみを記載）。

11．「９．達成しようとする目標及び取組の内容の概況」欄は、（１）については、一般事業

主行動計画に定めた達成しようとする目標（数値目標で代表的なもの）の内容について記

載すること。また、常時雇用する労働者数 301 人以上の事業主にあっては、（ⅰ）と（ⅱ）

両方記載し、当該目標の分類について表中の該当する番号（①又は②）を記載すること。

（２）については、女性の活躍の推進に関する取組の内容として定めた事項について例示さ

れた事項に該当する場合は、それぞれ該当する記号（アからカ）を○で囲み、その他の項

目を定めた場合は「その他」にその概要を記載すること。

なお、届出書とともに一般事業主行動計画を添付する場合は、９欄の記載は省略するこ

とができること。
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＜次世代法・女性活躍推進法　一体型様式＞
様式第２号（次世代則第一条の二及び第二条

並びに女活省令第一条及び第五条関係） （第一面） （A4）
一般事業主行動計画策定・変更届

届出年月日 令和 年 月 日

都道府県労働局長 殿
（ ふ り が な ）

一般事業主の氏名又は名称

（ ふ り が な ）

（法人の場合）代表者の氏名 印

主 た る 事 業

住 所

電 話 番 号

一般事業主行動計画を（策定・変更）したので、次世代育成支援対策推進法第 12 条第１項

又は第４項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第８条第１項又は第７項 の

規定に基づき、下記のとおり届け出ます。

記

１．常時雇用する労働者の数 人（うち有期契約労働者 人）

男性労働者の数 人

女性労働者の数 人

２．一般事業主行動計画を（策定・変更）した日 令和 年 月 日

３．変更した場合の変更内容
① 一般事業主行動計画の計画期間
② 目標又は次世代育成支援対策・女性活躍推進対策の内容（既に都道府県労働局長に届け

出た一般事業主行動計画策定・変更届の事項に変更を及ぼすような場合に限る。）
③ その他

４．一般事業主行動計画の計画期間 平成・令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

５．規定整備の状況

① 有期契約労働者も対象に含めた育児休業制度 （有・無）

② 有期契約労働者も対象に含めたその他の両立支援制度 （有・無）

６．一般事業主行動計画を外部へ公表した日又は公表予定日 令和 年 月 日

７．一般事業主行動計画の外部への公表方法

① インターネットの利用（自社のホームページ／女性活躍・両立支援総合サイト（両立支

援のひろば、女性の活躍推進企業データベース）／その他（ ））

② その他の公表方法

（ ）

８．一般事業主行動計画の労働者への周知の方法

① 事業所内の見やすい場所への掲示又は備付け

② 書面の交付

③ 電子メールの送信

④ その他の周知方法

（ ）

９．女性の職業生活における活躍に関する情報の公表の方法

① インターネットの利用（女性の活躍推進企業データベース／自社のホームページ／その

他（ ））

② その他の公表方法

（ ）

10．次世代育成支援対策推進法第 13 条に基づく認定（くるみん認定）の申請をする予定

（有・無・未定）

11．次世代育成支援対策推進法第 15 条の２に基づく特例認定（プラチナくるみん認定）の

申請をする予定 （有・無・未定）

次世代法・女性活躍推進法 一体型
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様式第２号（次世代則第一条の二及び第二条関係）（第二面・第三面）

（女活省令第一条及び第五条関係） （第三面から第五面）

12．次世代育成支援対策の内容

行動計画策定

指針の事項
次 世 代 育 成 支 援 対 策 の 内 容 と し て 定 め た 事 項

１

雇

用

環

境

の

整

備

に

関

す

る

事

項

１

妊
娠
中
の
労
働
者
及
び
子
育
て
を
行
う
労
働
者
等
の
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立
等
を
支
援
す
る
た
め
の
雇
用
環
境
の
整
備

ア 妊 娠 中 や 出 産 後 の 女 性 労 働 者 の 健 康 の 確 保 に つ い て 、 労 働 者 に 対 す る 制 度 の 周 知 や

情 報 提 供 及 び 相 談 体 制 の 整 備 の 実 施

イ 男性の子育て目的の休暇の取得促進

ウ 育児・介護休業法の育児休業制度を上回る期間、回数等の休業制度の実施

エ 育 児 休 業 を 取 得 し や す く 、 職 場 復 帰 し や す い 環 境 の 整 備 と し て 次 の い ず れ か 一 つ 以

上 の 措 置 の 実 施

（ア） 男性の育児休業取得を促進するための措置の実施

（イ） 育児休業に関する規定の整備、労働者の育児休業中における待遇及び育児休業後の

労働条件に関する事項についての周知

（ウ） 育児休業期間中の代替要員の確保や業務内容、業務体制の見直し

（エ） 育児休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上のための情報提供

（オ） 育児休業後における原職又は原職相当職への復帰のための業務内容や業務体制の

見直し

オ 育児休業等を取得し、又は子育てを行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるよう

にするための、次のいずれか一つ以上の取組の実施

（ア） 女性労働者に向けた取組

① 若手の女性労働者を対象とした、出 産及び子育てを経験して働き続けるキャリ

アイメージの形成を支援するための研修

② 社内のロールモデルと女性労働者をマッチングさせ、当該労働者が働き続けて

い く 上 で の 悩 み や 心 配 事 に つ い て 相 談 に 乗 り 助 言 す る メ ン タ ー と し て 継 続 的

に支援させる取組

③ 育 児 休 業 か ら の 復 職 後 又 は 子 育 て 中 の 女 性 労 働 者 を 対 象 と し た 能 力 の 向 上 の

ための取組又はキャリア形成を支援するためのカウンセリング等の取組

④ 従来、主として男性労働者が従事してきた職務に新たに女性労働者を積極的に

配置するための検証や女性労働者に対する研修等職域拡大に関する取組

⑤ 管理職の手前の職階にある女性労働者を対象とした、昇格意欲の喚起又は管理

職に必要なマネジメント能力等の付与のための研修

（イ） 管理職に向けた取組等

① 企 業 ト ッ プ 等 に よ る 女 性 の 活 躍 推 進 及 び 能 力 発 揮 に 向 け た 職 場 風 土 の 改 革 に

関する研修等の取組

② 女性労働者の育成に関する管理職研修等の取組

③ 働 き 続 け な が ら 子 育 て を 行 う 女 性 労 働 者 が キ ャ リ ア 形 成 を 進 め て い く た め に

必要な業務体制及び働き方の見直し等に関する管理職研修

④ 育 児 休 業 等 を 取 得 し て も 中 長 期 的 に 処 遇 上 の 差 を 取 り 戻 す こ と が 可 能 と な る

ような昇進基準及 び人事評価制度の見直しに向けた取組

カ 子どもを育てる労働者が利用できる次のいずれか一つ以上の措置の実施

（ア） 三歳以上の子を養育する労働者に対する所定外労働の制限

（イ） 三歳以上の子を養育する労働者に対する短時間勤務制度

（ウ） フレックスタイム制度

（エ） 始業・終業時刻の繰上げ又は繰下げの制度

キ 子どもを育てる労働者が利用できる事業所内保育施設の設置及び運営

ク 子どもを育てる労働者が子育てのためのサービスを利用する際に要する費用の援助の措置

の実施

ケ 労働者が子どもの看護のための休暇 について、時間単位で 取得できる等より利用しや

すい制度の導入

コ 希望する労働者に対する 職務や勤務地等 の限定制度の実施

サ 子 育 て を 行 う 労 働 者 の 社 宅 へ の 入 居 に 関 す る 配 慮 、 子 育 て の た め に 必 要 な 費 用 の 貸

付 け の 実 施 な ど 子 育 て を し な が ら 働 く 労 働 者 に 配 慮 し た 措 置 の 実 施

シ 育 児 ・ 介 護 休 業 法 に 基 づ く 育 児 休 業 等 、 雇 用 保 険 法 に 基 づ く 育 児 休 業 給 付 、 労 働 基

準 法 に 基 づ く 産 前 産 後 休 業 な ど 諸 制 度 の 周 知

ス 出 産 や 子 育 て に よ る 退 職 者 に つ い て の 再 雇 用 制 度 の 実 施
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そ
の
他

（概要を記載すること）

２

働
き
方
の
見
直
し
に
資
す
る
多
様

な
労
働
条
件
の
整
備

ア 所定外労働の削減のための措置の実施

イ 年次有給休暇の取得の促進のための措置の実施

ウ 短時間正社員制度の導入・定着

エ 在宅勤務やテレワーク等の場所にとらわれない働き方の導入

オ 職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識の是正のための情報提供・研修の実施

そ
の
他

（概要を記載すること）

２

１
以
外
の
次
世
代
育
成
支
援
対
策
に

関
す
る
事
項

(１) 託 児 室 ・ 授 乳 コ ー ナ ー や 乳 幼 児 と 一 緒 に 利 用 で き る ト イ レ の 設 置 等 の 整 備 や 商 店 街

の 空 き 店 舗 等 を 活 用 し た 託 児 施 設 等 各 種 の 子 育 て 支 援 サ ー ビ ス の 場 の 提 供

(２) 地 域 に お い て 子 ど も の 健 全 な 育 成 の た め の 活 動 等 を 行 う Ｎ Ｐ Ｏ 等 へ の 労 働 者 の 参 加

を 支 援 す る な ど 、 子 ど も ・ 子 育 て に 関 す る 地 域 貢 献 活 動 の 実 施

(３) 子 ど も が 保 護 者 で あ る 労 働 者 の 働 い て い る と こ ろ を 実 際 に 見 る こ と が で き る 「 子 ど

も 参 観 日 」 の 実 施

(４) 労 働 者 が 子 ど も と の 交 流 の 時 間 を 確 保 し 、 家 庭 の 教 育 力 の 向 上 を 図 る た め 、 企 業 内

に お い て 家 庭 教 育 講 座 等 を 地 域 の 教 育 委 員 会 等 と 連 携 し て 開 設 す る 等 の 取 組 の 実 施

(５) 若年者に対するインターンシップ等の就業体験機会の提供、トライアル雇用等を通じ

た雇入れ、適正な募集・採用機会の確保その他の雇用管理の改善又は職業訓練の推進

そ
の
他

（概要を記載すること）

13．一般事業主行動計画を定める際に把握した女性の職業生活における活躍に関する状況の分析の概況

（１）基礎項目の状況把握・分析の実施 （ 済 ）

（２）選択項目の状況把握・分析の実施（把握した場合、その代表的なもののみを記載）

（ ）

14．達成しようとする目標及び取組の内容の概況（一般事業主行動計画を添付する場合は記載省略可）

（１）達成しようとする目標の内容（常時雇用する労働者数 301 人以上の事業主は、分類について

次頁の表の左欄の数字を記載。数値目標で代表的なもののみを記載。）

(ⅰ )１つ目の達成しようとする目標の内容

(ⅱ )２つ目の達成しようとする目標の内容（常時雇用する労働者数 301 以上の事業主は必ず記載）

分類

分類
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表

（２）女性の活躍推進に関する取組の内容の概況

達成しようとす

る目標に関する

事項（分類）

達成しようとする目標に関連する項目

①女性労働者に

対する職業生活

に関する機会の

提供

・採用した労働者に占める女性労働者の割合 (区)

・男女別の採用における競争倍率 (区)

・労働者に占める女性労働者の割合 (区)(派)

・男女別の配置の状況(区)

・男女別の将来の育成を目的とした教育訓練の受講の状況 (区)

・管理職及び男女の労働者の配置・育成・評価・昇進・性別役割分担意識その他の職

場風土等に関する意識(区)(派：性別役割分担意識など職場風土等に関する意識）

・管理職に占める女性労働者の割合

・各職階の労働者に占める女性労働者の割合及び役員に占める女性の割合

・男女別の１つ上位の職階へ昇進した労働者の割合

・男女の人事評価の結果における差異（区）

・セクシュアルハラスメント等に関する各種相談窓口への相談状況 (区)(派)

・男女別の職種又は雇用形態の転換の実績（区）（派：雇入れの実績）

・男女別の再雇用又は中途採用の実績（区）

・男女別の職種若しくは雇用形態の転換者、再雇用者又は中途採用者を管理職へ登用

した実績

・非正社員の男女別のキャリアアップに向けた研修の受講の状況（区）

・男女の賃金の差異（区）

②職業生活と家

庭生活との両立

に資する雇用環

境の整備

・男女の平均継続勤務年数の差異（区）

・10 事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用

割合（区）

・男女別の育児休業取得率及び平均取得期間（区）

・男女別の職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度（育児休業を除く。）

の利用実績（区）

・男女別のフレックスタイム制、在宅勤務、テレワーク等の柔軟な働き方に資する制

度の利用実績

・労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間（健康管理時間）の状況

・労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間（健康管理時間）の状況 (区)(派)

・有給休暇取得率（区）

達成しようとする目標に

関する事項（分類）
女性の活躍推進に関する取組の内容として定めた事項（例示）

採用に関する事項

ア 採用選考基準や、その運用の見直し

イ 女性が活躍できる職場であることについての求職者に向けた積極的広報

ウ 一般職等の職務範囲の拡大・昇進の上限の見直し・処遇改善

エ 一般職等から総合職等への転換制度の積極的な運用

オ 育児・介護・配偶者の転勤等を理由とする退職者に対する再雇用の実施

カ その他

（ ）

継続就業・職場風土に関す

る事項

ア 職場と家庭の両方において男女がともに貢献できる職場風土づくり

に向けた意識啓発

イ 上司を通じた男性労働者の働き方の見直しなど育児参画の促進

ウ 利用可能な両立支援制度に関する労働者・管理職への周知徹底

エ 若手の労働者を対象とした仕事と家庭の両立を前提としたキャリア

イメージ形成のための研修・説明会等の実施

オ 育児休業からの復職者を部下に持つ上司に対する適切なマネジメン

ト・育成等に関する研修等

カ 短時間勤務制度・フレックスタイム制・在宅勤務・テレワーク等に

よる柔軟な働き方の実現

キ その他

（ ）
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長時間労働の是正に関する

事項

ア 組織のトップからの長時間労働是正に関する強いメッセージの発信

イ 組織全体・部署ごとの数値目標の設定と徹底的なフォローアップ

ウ 時間当たりの労働生産性を重視した人事評価

エ 管理職の人事評価における長時間労働是正・生産性向上に関する評価

オ 労働者間の助け合いの好事例発表・評価等による互いに助け合う職場

風土の醸成

カ チーム内の業務状況の情報共有／上司による業務の優先順位付けや

業務分担の見直し等のマネジメントの徹底

キ その他

（ ）

配置・育成・教育訓練に関

する事項／評価・登用に関す

る事項

ア 従来、男性労働者中心であった職場への女性労働者の配置拡大と、そ

れによる多様な職務経験の付与

イ 女性労働者の積極的・公正な育成・評価に向けた上司へのヒアリング

ウ 若手に対する多様なロールモデル・多様なキャリアパス事例の紹介／

ロールモデルとなる女性管理職と女性労働者との交流機会の設定等

によるマッチング

エ 職階等に応じた女性同士の交流機会の設定等によるネットワーク形

成支援

オ 時間当たりの労働生産性を重視した人事評価による育児休業・短時間

勤務等の利用に公平な評価の実施

カ その他

（ ）

多様なキャリアコースに関

する事項

ア 採用時の雇用管理区分にとらわれない活躍に向けたコース別雇用管

理の見直し（コース区分の廃止・再編等）

イ 一般職等の職務範囲の拡大・昇進の上限の見直し・処遇改善

ウ 非正社員から正社員（※）への転換制度の積極的運用

エ 育児・介護・配偶者の転勤等を理由とする退職者に対する再雇用の実施

オ その他

（ ）

一般事業主行動計画の担当部局名
（ふりがな）

担当者の氏名
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（第六面）

（記載要領）
１．「届出年月日」欄は、都道府県労働局長に「一般事業主行動計画策定・変更届」（以下「届出書」

という。）を提出する年月日を記載すること。

２．「一般事業主の氏名又は名称、代表者の氏名、主たる事業、住所及び電話番号」欄は、申請を行う

一般事業主の氏名又は名称、主たる事業、住所及び電話番号を記載すること。氏名については、記

名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載すること。一般事業主が法人の場合にあっては、

法人の名称、代表者の氏名、主たる事業、主たる事務所の所在地及び電話番号を記載すること。代

表者の氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載すること。電話番号に

ついては、主たる事務所の電話番号を記載すること。

３．「一般事業主行動計画を（策定・変更）」欄は、該当する文字を○で囲むこと。

４．「１．常時雇用する労働者の数」欄は届出書を提出する日又は提出する日前の１か月以内のいずれ

かの日において常時雇用する労働者の数、うち有期契約労働者の数及び男女別労働者の数を記載す

ること。

５．「２．一般事業主行動計画を（策定・変更）した日」欄は、該当する文字を○で囲むとともに、策

定又は変更した日を記載すること。

６．「３．変更した場合の変更内容」欄は、該当するものの番号を○で囲むこと。

７．「４．一般事業主行動計画の計画期間」欄は、策定した一般事業主行動計画の計画期間の初日及び

末日の年月日を記載すること。

８．「５．規定整備の状況」欄は、該当する文字を○で囲むこと。

９．「６．一般事業主行動計画を外部へ公表した日又は公表予定日」欄は、策定した一般事業主行動計

画を公表した年月日又は公表を予定している年月日を記載すること。

10．「７．一般事業主行動計画の外部への公表方法」及び「９ .女性の職業生活における活躍に関する

情報の公表の方法」欄は、該当するものの番号を○で囲み、①を○で囲んだ場合は、括弧内の具体

的方法を○で囲むか、記載すること。②を○で囲んだ場合は、①以外の公表の方法を記載すること。

なお、当該欄については、公表が義務である事業主について は、必ず記載すること。

11．「８．一般事業主行動計画の労働者への周知の方法」欄は、該当するものの番号を○で囲み、④を

○で囲んだ場合は、①から③以外の周知の方法を記載すること。なお、当該欄については、周知が

義務である事業主については、必ず記載すること。

12．「 10．次世代育成支援対策推進法第 13 条に基づく認定（くるみん認定）の申請をする予定」欄は、

該当する文字を○で囲むこと。

13．「 11．次世代育成支援対策推進法第 15 条の２に基づく特例認定（プラチナくるみん認定）の申請

をする予定」欄は、該当する文字を○で囲むこと。

14．「 12．次世代育成支援対策の内容」欄は、一般事業主行動計画の内容として定めた事項について、

行動計画策定指針（平成 26 年内閣府、国家公安委員会、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、

経済産業省、国土交通省、環境省告示第１号）において一般事業主行動計画に盛り込むことが望ま

しいとされている事項を定めた場合は、その記号（１の（１）のアからス、１の（２）のアからオ

又は２の（１）から（５））を○で囲み、その他の項目を定めた場合は１の（１）の「その他」、

１の（２）の「その他」又は２の「その他」にその 概要を記載すること。変更届の場合は、変更後

の一般事業主行動計画の内容として定められている項目の全てについて○で囲み、又は記載すること。

15．「 13．一般事業主行動計画を定める際に把握した女性の職業生活における活躍に関する状況の分析

の概況」欄は、（１）については、①採用した労働者に占める女性労働者の割合、②男女の平均継

続勤務年数の差異、③労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数等の労

働時間の状況、④管理的地位にある労働者（管理職）に占める女性労働者の割合について把握・分

析を実施した場合は、（済）を○で囲み、（２）については、把握・分析を実施した場合は、その

項目を記載すること（代表的なもののみを記載）。

16．「 14．達成しようとする目標及び取組の内容の概況」欄は、（１）については、一般事業主行動計

画に定めた達成しようとする目標（数値目標で代表的なもの）の内容について記載すること。また、

常時雇用する労働者数 301 人以上の事業主にあっては、（ⅰ）と（ⅱ）両方記載し、当該目標の分

類について表中の該当する番号（①又は②）を記載すること。（２）については、女性の活躍の推

進に関する取組の内容として定めた事項について例示された事項に該当する場合は、それぞれ該当

する記号（アからカ）を○で囲み、その他の項目を定めた場合は「その他」にその概要を記載する

こと。

なお、届出書とともに一般事業主行動計画を添付する場合は、 14 欄の記載は省略することがで

きること。
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Ⅲ 　女性の活躍に関する情報公表

　女性の活躍に関する情報の公表により、就職活動中の学生など求職者の企業選
択に資するとともに、女性が活躍しやすい企業であるほど優秀な人材が集まり、
競争力を高めることができます。

１　情報公表の項目
＜常時雇用する労働者が301人以上の事業主＞
　令和２年６月１日より、以下の表の⑴及び⑵の区分の項目（⑴⑨及び⑵⑧を除
く）の中からそれぞれ１項目以上選択して２項目以上を公表することとなりました。
＜常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主＞
　以下の表の項目（⑴⑨及び⑵⑧を除く）の中から１項目以上を選択して公表
しましょう。（施行日：令和４年４月１日）

　公表項目を選択する際には、行動計画策定の際に状況把握・課題分析した項目
から選択することが基本となります。
　必ずしも状況把握・課題分析をしたすべての項目を公表しなければならないも
のではありませんが、公表範囲そのものが事業主の女性活躍推進に対する姿勢を
表すものとして、求職者の企業選択の要素となることに、留意が必要です。
　また、事業主は、以下の表の⑴⑨及び⑵⑧を公表することができます。

※事業主行動計画策定指針別紙三より抜粋
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２　公表方法・頻度

��⑴��公表方法��

⃝自社のホームページへの掲載
⃝�厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」への掲載　　など

【留意点】
⃝�より求職者の企業選択に資するよう、情報の公表項目と併せて、行動計画を一
体的に閲覧できるようにすることが望まれます。

��⑵��公表頻度��
　おおむね年１回以上、その時点で得られる最新の数値（特段の事情のない限
り、古くとも前々事業年度の状況に関する数値）に更新し、情報更新時点を明記
してください。
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Ⅳ 　認定の取得

　行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する状況等
が優良な事業主は、都道府県労働局に申請を行うことにより、厚生労働大臣の認
定を受けることができます。
　
１　認定取得のメリット
　①「えるぼし」「プラチナえるぼし」マークを利用できます。
　�　認定を受けると、「えるぼし」マークを利用することができます。マークを
商品や広告に付すことで、女性活躍推進事業主であることをPRでき、優秀な
人材の確保や企業イメージの向上等につながることが期待できます。

　②各府省庁における公共調達で有利になります。
　�　中小企業の場合、行動計画の策定・届出を行うだけで加点の対象になる場合
があります。

　⃝「えるぼし」マーク、「プラチナえるぼし」マーク
　�　「L」には、Lady（女性）、Labour（働く、取り組む）、Laudable（賞賛に
値する）などさまざまな意味があります。また、「円」は企業や社会、「L」は
エレガントに力強く活躍する女性をイメージしています。

　�　「えるぼし」という愛称は「L」がデザインされた円の上に星が輝くデザイ
ンにふさわしく、様々な企業や社会の中で活躍し、星のように輝く女性への
「エール」と、そんな輝く女性が増えていくようにとの願いが込められていま
す。

＜「えるぼし」マーク＞ ＜「プラチナえるぼし」マーク＞
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２　「えるぼし」の認定の段階
　評価項目を満たす項目数に応じて、３段階あります。各段階において、以下の
いずれも満たすことが必要です。

１段階目

① 次ページに掲げる５つの基準のうち、１つ又は２つの基準を満た
し、その実績を厚生労働省のウェブサイト※１に毎年公表しているこ
と。

② 満たさない基準については、行動計画策定指針に定められた当該基
準に関連する取組※２を実施し、その取組の実施状況について厚生労
働省のウェブサイトに公表するとともに、２年以上連続してその実
績が改善していること。

③下段の★印に掲げる基準をすべて満たすこと。

２段階目

① 次ページに掲げる５つの基準のうち、３つ又は４つの基準を満た
し、その実績を厚生労働省のウェブサイト※１に毎年公表しているこ
と。

②１段階目の②と同じ
③１段階目の③と同じ

３段階目
① 次ページに掲げる５つの基準の全てを満たし、その実績を厚生労働

省のウェブサイト※１に毎年公表していること。
②１段階目の③と同じ

※１　厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」
※２　�必ずしも指針に盛り込まれた取組に限定されるものではなく、指針に盛り込ま

れた取組と同等以上に自社において効果的と考えられる取組であればよい。

＜次ページに掲げる基準以外のその他の基準＞
★行動計画策定指針に即して適切な行動計画を定めたこと。
★策定した行動計画について、適切に公表及び労働者への周知をしたこと。
★�女性活躍推進法及び女性活躍推進法に基づく命令その他関係法令に違反する重
大事実がないこと（その他関係法令とは、男女雇用機会均等法、育児・介護休
業法、パートタイム労働法、労働基準法など）。
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３　「えるぼし」の認定基準
　※網掛け箇所の基準は、令和２年６月１日から適用されます。

【評価項目①：採用】
　以下①②のいずれかに該当すること。

①�男女別の採用における競争倍率（応募者数／採用者数）が同程度※であること
　※�『直近３事業年度の平均した「採用における女性の競争倍率（女性の応募者
数÷女性の採用者数）」』×0.8が、『直近３事業年度の平均した「採用におけ
る男性の競争倍率（男性の応募者数÷男性の採用者数）」』よりも雇用管理区
分ごとにそれぞれ低いこと（期間の定めのない労働契約を締結することを目
的とするものに限る）

②�直近の事業年度において、㋐正社員に占める女性比率が産業ごとの平均値以
上であり、かつ、㋑正社員の基幹的な雇用管理区分※１の女性比率が産業ごと
の平均値以上であること。※２

　※１　�正社員に雇用管理区分を設定していない一般事業主については㋐のみを
満たすことで可とする。

　※２　�㋐㋑のそれぞれの産業ごとの平均値が４割を超える場合は４割以上であ
ること。

【評価項目②：継続就業】
　以下①②のいずれかに該当すること。ただし②は、直近の事業年度において①
で定める割合を算出することができない場合に限る。

①㋐㋑いずれかに該当すること。
　㋐�「女性労働者の平均継続勤務年数÷男性労働者の平均継続勤務年数」が
雇用管理区分ごとにそれぞれ0.7以上であること（期間の定めのない労働契
約を締結している労働者に限る）

　又は
　㋑�「10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された女性労働者の継続
雇用割合」÷「10事業年度前及びその前後に採用された男性労働者の継
続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ0.8以上であること（期間の
定めのない労働契約を締結している労働者かつ新規学卒採用者に限る）

②�直近の事業年度において、正社員の女性労働者の平均継続勤務年数が、産
業ごとの平均値以上であること。
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【評価項目③：労働時間等の働き方】

　雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計
時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満であること

【評価項目④：管理職比率】
　以下①②のいずれかに該当すること。

①�管理職に占める女性労働者の割合が別に定める産業ごとの平均値※１以上で
あること

　※１　�産業大分類を基本に、過去３年間の平均値を毎年改訂。厚生労働省
ホームページ（女性活躍推進法ホームページ）に掲載。�

又は
②�『直近３事業年度の平均した「課長級より１つ下位の職階にある女性労働者
のうち課長級に昇進した女性労働者の割合」』÷『直近３事業年度の平均し
た「課長級より１つ下位の職階にある男性労働者のうち課長級に昇進した男
性労働者の割合」』が0.8以上であること

【評価項目⑤：多様なキャリアコース】

　直近の３事業年度に､以下について常時雇用する労働者が301人以上の事業主
は２項目以上（非正社員がいる場合は必ずAを含むこと）、常時雇用する労働者
が300人以下の事業主は１項目以上の実績を有すること
　A�女性の非正社員から正社員への転換（派：雇入れ）
　B�女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換
　C�過去に在籍した女性の正社員としての再雇用
　D�おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用

注）�雇用管理区分ごとに算出する場合において、属する労働者数が全労働者数のお
おむね１割程度に満たない雇用管理区分がある場合は､職務内容等に照らし、
類似の雇用管理区分とまとめて算出して差し支えないこと（雇用形態が異なる
場合を除く）。
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４　「プラチナえるぼし」の認定基準

　令和元年６月改正法により、「女性活躍に関する取組が特に優良な事業主
に対する特例認定制度（プラチナえるぼし）が創設されました（施行日：令
和２年６月１日）。
　この認定を取得した企業は、行動計画の策定義務が免除されるとともに、
毎年少なくとも１回、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実
施の状況を公表する必要があります。

①一般事業主行動計画��
　⃝�事業主行動計画策定指針に則して適切な一般事業主行動計画を定めたこと。
　⃝�策定した一般事業主行動計画について、適切に公表及び労働者への周知をし
たこと。�

　⃝�女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、策定した一般事業
主行動計画※に基づく取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定められた
目標を達成したこと。

　※�プラチナえるぼし認定の申請の日の直近に計画期間が終了した行動計画（計画
期間は２～５年）を対象とし、当該行動計画については途中で容易に達成でき
る目標に変更していないこととする。

②機会均等推進責任者等の選任��
　⃝�機会均等推進責任者及び職業家庭両立推進者を選任していること。

③女性活躍推進の取組の実施状況��
　【採用】
　　えるぼし認定基準と同様とする。
　【継続就業】
　　⃝�「女性労働者の平均継続勤務年数÷男性労働者の平均継続勤務年数」が雇

用管理区分ごとにそれぞれ８割（えるぼし：７割）以上であること（期間
の定めのない労働契約を締結している労働者に限る）。

　　又は
　　⃝�「10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された女性労働者のうち継
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続して雇用されている者の割合」÷「10事業年度前及びその前後に採用さ
れた男性労働者のうち継続して雇用されている者の割合」が雇用管理区分
ごとにそれぞれ９割（えるぼし：８割）以上であること（期間の定めのな
い労働契約を締結している労働者かつ新規学卒採用者等に限る）。

　【労働時間等の働き方】
　　えるぼし認定基準と同様とする。
　【管理職比率】
　　�　管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値の1.5倍以上である
こと。ただし、1.5倍後の数値が、

　　⃝15％以下である場合は、15％※以上であること。
　　　※�直近３事業年度の平均した「課長級より１つ下位の職階にある女性労働者

のうち課長級に昇進した女性労働者の割合」÷「課長級より１つ下位の職
階にある男性労働者のうち課長級に昇進した男性労働者の割合」が10割以
上である場合は、産業計の平均値

　　⃝�40％以上である場合は、その企業の正社員に占める女性比率の８割※以上
であること又は40％のいずれか大きい値。

　【多様なキャリアコース】
　　えるぼし認定基準と同様とする。
　【女性活躍推進に関する情報公表の状況】
　　�　省令で定める情報公表項目（社内制度の概要を除く）のうち８項目以上を
厚生労働省のウェブサイトで公表していること。

④その他��
　⃝雇用管理区分ごとの男女の賃金の差異の状況について把握したこと。
　⃝次のいずれにも該当しないこと。
　　＊�プラチナえるぼし認定を取り消され、又は辞退の申出を行い、その取消し

又は辞退の日から３年を経過しないこと（当該辞退の日前に⒤②及び③の
基準に該当しないことにより、辞退の申出をした場合を除く）。�

　　＊�職業安定法施行令（昭和28年政令第242号）第１条で定める規定の違反に
関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられたこと。

　　＊法又は法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実があること。�
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Ⅰ 　次世代育成支援対策推進法の概要

１　生活と仕事の両立支援の重要性
　近年、共働き世帯が増加し、男女ともに働きながら育児・介護を行うことが当
たり前となってきている中、企業が今後も現在の経済力を維持し、さらなる発展
を図るためには、様々な状態に置かれ、多様な働き方を希望する人材を活かし、
戦力としていくことが必要になります。そのためには、企業において育児・介護
などを抱えた社員の増加への対応等、男女を問わず働き方の見直しを行い、両立
支援を行っていく必要があります。

２　次世代育成支援対策推進法とは
　「次世代育成支援対策推進法」（以下、「次世代法」といいます。）は、急速な
少子化の進行や家庭・地域を取り巻く環境の変化を踏まえ、次代の社会を担う子
どもが健やかに生まれ、育成される社会を実現するため、平成15年７月に制定さ
れました。
　この法律は、次世代育成支援対策に関する基本理念及び国、地方公共団体、事
業主（一般事業主）、国民の責務を明らかにするとともに、国による行動計画策
定指針、地方公共団体及び一般事業主による行動計画の策定等に関する事項を定
めています。

平成15年７月

成立・公布
301人以上の労働者を雇用する事業主に行動計画の策定を
義務化

（平成17年４月から平成27年３月までの時限立法）

平成21年４月 301人以上の労働者を雇用する事業主に行動計画の策定、
従業員への周知を義務化

平成23年４月 101人以上の労働者を雇用する事業主に行動計画の策定、
従業員への周知を義務化

平成26年４月 法律の有効期限を令和７年３月31日まで10年間延長
新たな認定（特例認定）制度を創設

次世代育成支援対策推進法第２章　
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平成27年４月 改正省令、指針の施行
認定基準、公表基準、行動計画策定指針を見直し

平成29年４月 認定基準を見直し

令和…２…年４月 行動計画策定指針の改正

３　一般事業主が行うべきこと
　常時雇用する労働者が101人以上の事業主（一般事業主）は、以下の⑴及び⑵
を行う義務があり、雇用する労働者が100人以下の事業主には、同様の努力義務
があるとしています。

⑴　�「一般事業主行動計画」（以下「行動計画」といいます。）の策定、社
内周知、外部への公表

⑵　�行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出⑷　女性の活躍に関
する情報の公表
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Ⅱ 　一般事業主行動計画の作成

　次世代法に基づき、以下の通り取組を進めてください。

＜取組の流れ＞

現 状 ・ ニ ー ズ の 把 握

行 動 計 画 の 策 定

行 動 計 画 の 周 知 ・ 公 表

行動計画を策定した旨の届出

取 組 の 実 施 、 効 果 の 測 定

１

２

３

４

５

０　取組にあたって
　以下の通り体制を整備したうえで、取組を進めましょう。
　⃝�人事労務担当者、労働者の代表等を構成員とした行動計画策定のための体制
（委員会等）を設けることが効果的です。

　⃝�次世代育成支援対策に関する管理職や労働者に対する研修・講習、情報提供
等を実施することが望まれます。

　⃝�仕事と子育ての両立等についての相談や情報提供を行う窓口の設置及び担当
者の配置が望まれます。
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１　自社の現状・従業員のニーズの把握
　まず、行動計画の策定に先立ち、自社の仕事と子育ての両立に関する状況や、
労働者のニーズを把握しましょう。

��⑴��自社の現状の把握��
　一定期間（例えば、過去５年程度）さかのぼって、自社の両立支援関係制度の
利用状況を把握しましょう。把握する内容は例えば以下のような点です。

⃝妊娠・出産を機に退職する社員がいなかったか。
⃝妊娠中の社員の通院のための時間が確保・利用されているか。
⃝�育児休業、子どもの看護休暇、育児のための柔軟な働き方などについて、
性別や年齢別の利用者数はどうなっているか。平均的な利用時間はどのく
らいか。休業者が行っていた業務は、どのように処理されているか。

⃝育児、介護などを理由とした退職者はどれくらいいるか。

��⑵��社員のニーズの把握��
　行動計画策定の前にアンケートやヒアリングなどにより、社員のニーズを把握
することはとても有効です。率直な意見を聞くことで、具体的な対策を検討する
手がかりになります。
　アンケート調査を実施するときは、社員のプライバシーに十分配慮しましょ
う。

　

アンケート例
⃝社員へ　　　　「現在の労働時間や働き方をどのように思っているか」
　　　　　　　　「どのような働き方を望んでいるか」
⃝育児中の社員へ「仕事と子育ての両立で苦労しているところ」
　　　　　　　　「どのような制度があるとよいか」
⃝同僚・上司へ　「育児中の社員との業務調整などを行う上での苦労はあるか」
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２　行動計画の策定

��⑴　行動計画策定にあたっての基本的な視点��

　①労働者の生活と仕事の調和
　�　「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」や「仕事と生活の
調和推進のための行動指針」に掲げられた目標を踏まえ、所定外労働の削減や
年次有給休暇の取得促進等、働き方・休み方の見直しに資する取組が求められ
ています。

　�　その際、特に、男性の育児休業取得を初めとする子育てに関する諸制度の利
用促進に係る取組を推進していくことが重要です。
　②労働者の子育てと仕事の両立
　�　労働者のニーズを踏まえた対策の実施が必要であり、子育ては男女が協力し
て行うべきものとの視点に立った取組が重要です。
　③企業全体で取り組む
　�　経営者自らが、企業全体で積極的に取り組むという考え方を明確にし、主導
的に取り組むことが重要です。
　④企業の実情を踏まえた取組の推進
　�　子育てと仕事の両立支援策への具体的なニーズは企業によって様々ですか
ら、関係法令を遵守したうえで、企業がその実情を踏まえ、効果的な取組を自
主的に決定して進めていく必要があります。

　�　特に、改めて非正規雇用の労働者が取組の対象であることを認識して取り組
むことが重要です。
　⑤取組の効果
　�　次世代育成支援対策を推進することは、将来的な労働力の再生産に寄与し、
経済社会の持続的な発展や企業の競争力の向上に資するものです。

　�　また、企業にとっても、イメージアップや優秀な人材の確保、定着等の具体
的なメリットが期待できますから、主体的に取り組みましょう。

　その他、社会全体による支援、地域における子育ての支援の視点を持ち、行動
計画を策定しましょう。

�
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��⑵��行動計画の内容��
　「行動計画策定指針」に即して、行動計画を策定しましょう。行動計画には、
以下の内容を定めるものとされています。

計画期間
⃝ 平成27年度から令和６年度までの10年間を、おおむね２年間
から５年間に区切りましょう。

目　　標

⃝ 現状分析により得られた情報から、行動計画策定指針の「六　
一般事業主行動計画の内容に関する事項」に記載されている項
目を参考に設定しましょう（次ページに一部を掲載していま
す）。

⃝ 可能な限り、定量的な数値目標としましょう。
⃝ 「制度の導入」を目標とする場合は、関係法令で定めている最

低基準を目標とするのではなく、それを上回る水準にしましょ
う。

そ の 他
⃝ 目標を達成するために実施する対策の内容とその実施時期を定

めましょう。
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��⑶��行動計画に盛り込む目標として考えられる項目��
　計画の策定に当たっては、重要と考えられる対策が行動計画策定指針の「六　一
般事業主行動計画の内容に関する事項」に挙げられていますので、その一部を掲
載します。なお、以下に挙げる項目をすべて盛り込む必要はなく、また、各企業
の実情に応じてこれら以外の内容を盛り込んでも構いません。

１　
雇
用
環
境
の
整
備
に
関
す
る
項
目

⑴　…妊娠中の労働者及び子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活と
の両立等を支援するための雇用環境の整備

○妊娠中及び出産後における配慮
○男性の子育て目的の休暇の取得促進
○ 育児・介護休業法の規定を上回る、より利用しやすい育児休業制度の

実施
○育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備
　⃝男性の育児休業取得の促進
　⃝ 育児休業に関する規定を整備し、育児休業中の待遇や育児休業後の

賃金、配置その他の労働条件に関する事項を周知する。また、妊
娠・出産した労働者へ当該事項を個別に知らせる。

　⃝育児休業期間中の代替要員の確保
　⃝育児休業中の労働者の職業能力の開発・向上
　⃝育児休業後の原職又は原職相当職への復帰
○ 子育てをしつつ活躍する女性を増やすための環境の整備
○ 短時間勤務制度やフレックスタイム制度の実施等、労働者が子育ての

ための時間を確保できるようにするための措置の実施
○事業所内託児施設の設置及び運営（賃借により設置することも含む）
○子育てサービスの費用の援助の措置の実施
○子どもの看護のための休暇の措置の実施
○勤務地、担当業務等の限定制度の実施　
○その他子育てを行う労働者に配慮した措置の実施
○諸制度の周知
○育児等退職者についての再雇用特別措置等の実施
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⑵　働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備

○ ノー残業デー等の導入・拡充や企業内の意識啓発等による時間外・休
日労働の削減

○ 年次有給休暇の取得促進
○ 短時間正社員制度等の多様な正社員の導入・定着
〇 テレワーク等の導入
○ 職場優先の意識や固定的な役割分担意識の是正のための意識啓発　

２　
そ
の
他
の
次
世
代
育
成
支
援
対
策

○ 託児室・授乳コーナーの設置等による子育てバリアフリーの推進
○子ども・子育てに関する地域貢献活動の実施
　⃝ 地域における子育て支援活動への労働者への積極的な参加の支援
　⃝ 子どもの体験活動等の支援　
　⃝ 子どもを交通事故から守る活動の実施や支援
　⃝ 安全で安心して子どもを育てられる環境の整備
○ 子どもが保護者の働いているところを実際に見ることができる「子ど

も参観日」の実施
○ 企業内における家庭教育に関する学習機会の提供
○ インターンシップやトライアル雇用等を通じた若年者の安定就労・自

立した生活の促進

※�下線部は令和２年４月１日施行の改正行動計画指針で追加・修正される箇所で
す。

３　労働者に対する行動計画の周知・外部への公表
　行動計画を定めたとき、変更したときは、労働者への周知及び一般への公表を
行わなければなりません。
　①周知方法

⃝事業所の見やすい場所へ掲示　　⃝電子メールによる送付
⃝書面の交付　　　　　　　　　　⃝イントラネットへの掲載　　など
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　②公表方法

　
⃝自社のホームページへの掲載
⃝「両立支援のひろば」（厚生労働省運営）掲載　　　など

４　行動計画を策定した旨の届出
　「一般事業主行動計画策定・変更届」（P46～49参照）により、行動計画を策
定・変更した旨を都道府県労働局に届け出ましょう（行動計画本体を添付する必
要はありません。）。
　なお、女性活躍推進法に基づく行動計画と、次世代法に基づく行動計画に関し
ては、両法に定める要件をいずれも満たし、かつその計画期間を同一とする場合
に、両法に基づく行動計画を一体的に策定、届出ができます。届出の際は、次世
代法・女性活躍推進法一体型様式（P23～28参照）を利用します。

５　取組の実施、効果の測定
　目標の達成を目指し、具体的な対策に取り組みましょう。
　行動計画の推進にあたっては、計画の実施状況の点検・評価を実施し、その結
果をその後の対策や計画に反映させる、計画（Plan）、実行（Do）、評価
（Check）、改善（Action）のサイクル（PDCAサイクル）を確立することが重要
です。
　事業主自らPDCAサイクルの中で実効性のある対策の実施や計画の見直し等を
行い、くるみん認定・プラチナくるみん認定（P50参照）の取得を目指しましょ
う。

【各種様式等掲載場所】
　各種様式や記入例、モデル計画は、厚生労働省ホームページ内「一般事業
主行動計画の策定・届出等について」に掲載されています。
　https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/
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＜次世代法　行動計画策定・変更届様式＞
様式第一号（第一条及び第二条関係）（第一面）  

（日本工業規格 A 列 4）  

一般事業主行動計画策定・変更届  

届出年月日   平成   年   月   日  

  都道府県労働局長  殿  
（ ふ り が な ）  

                             一般事業主の氏名又は名称   

（ ふ り が な ）  

                           （法人の場合）代表者の氏名                  印  

主 た る 事 業  

住 所 〒  
 

電 話 番 号   

  一般事業主行動計画を（策定・変更）したので、次世代育成支援対策推進法第 12 条  
第１項又は第４項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。  
 

記  

１．常時雇用する労働者の数           人（うち有期契約労働者     人）  
男性労働者の数           人  
女性労働者の数           人  

２．一般事業主行動計画を（策定・変更）した日              平成   年   月   日  

３．変更した場合の変更内容  
①  一般事業主行動計画の計画期間  
②  目標又は次世代育成支援対策の内容（既に都道府県労働局長に届け出た一般事業主行動

計画策定・変更届の事項に変更を及ぼすような場合に限る。）  
③  その他  

４．一般事業主行動計画の計画期間   平成   年   月   日  ～  平成   年   月   日  

５．規定整備の状況  
  ①  有期契約労働者も対象に含めた育児休業制度      （有・無）  
  ②  有期契約労働者も対象に含めたその他の両立支援制度  （有・無）  

６．一般事業主行動計画を外部へ公表した日又は公表予定日      平成   年   月   日  

７．一般事業主行動計画の外部への公表方法  
①  イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 （ 両 立 支 援 の ひ ろ ば ・ 自 社 の ホ ー ム ペ ー ジ ・ そ の 他

（       ））  
②  その他の公表方法  

  （                                        ） 

８．一般事業主行動計画の労働者への周知の方法  

  ①  事業所内の見やすい場所への掲示又は備付け  

  ②  書面の交付  

  ③  電子メールの送信  

  ④  その他の周知方法  

  （                                        ） 

９．次世代育成支援対策の内容（第二面・第三面に記載すること）  

10．次世代育成支援対策推進法第 13 条に基づく認定（くるみん認定）の申請をする予定  

（有・無・未定）  

11．次世代育成支援対策推進法第 15 条の２に基づく特例認定（プラチナくるみん認定）の    

申請をする予定                          （有・無・未定） 

 
一般事業主行動計画の担当部局名   

（ふりがな）  
担当者の氏名  
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様式第一号（第一条及び第二条関係） （第二面・第三面）

行動計画策定

指針の事項
次 世 代 育 成 支 援 対 策 の 内 容 と し て 定 め た 事 項

１

雇

用

環

境

の

整

備

に

関

す

る

事

項

１

妊
娠
中
の
労
働
者
及
び
子
育
て
を
行
う
労
働
者
等
の
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立
等
を
支
援
す
る
た
め
の
雇
用
環
境
の
整
備

ア 妊 娠 中 や 出 産 後 の 女 性 労 働 者 の 健 康 の 確 保 に つ い て 、 労 働 者 に 対 す る 制 度 の 周 知 や

情 報 提 供 及 び 相 談 体 制 の 整 備 の 実 施

イ 男性の子育て目的の休暇の取得促進

ウ 育児・介護休業法の育児休業制度を上回る期間、回数等の休業制度の実施

エ 育 児 休 業 を 取 得 し や す く 、 職 場 復 帰 し や す い 環 境 の 整 備 と し て 次 の い ず れ か 一 つ 以

上 の 措 置 の 実 施

（ア） 男性の育児休業取得を促進するための措置の実施

（イ） 育児休業に関する規定の整備、労働者の育児休業中における待遇及び育児休業後の

労働条件に関する事項についての周知

（ウ） 育児休業期間中の代替要員の確保や業務内容、業務体制の見直し

（エ） 育児休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上のための情報提供

（オ） 育児休業後における原職又は原職相当職への復帰のための業務内容や業務体制の

見直し

オ 育児休業等を取得し、又は子育てを行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるよう

にするための、次のいずれか一つ以上の取組の実施

（ア） 女性労働者に向けた取組

① 若手の女性労働者を対象とした、出産及び子育てを経験して働 き続けるキャリ

アイメージの形成を支援するための研修

② 社内のロールモデルと女性労働者をマッチングさせ、当該労働者が働き続けて

い く 上 で の 悩 み や 心 配 事 に つ い て 相 談 に 乗 り 助 言 す る メ ン タ ー と し て 継 続 的

に支援させる取組

③ 育 児 休 業 か ら の 復 職 後 又 は 子 育 て 中 の 女 性 労 働 者 を 対 象 と し た 能 力 の 向 上 の

ための取組又はキャリア形成を支援するためのカウンセリング等の取組

④ 従来、主として男性労働者が従事してきた職務に新たに女性労働者を積極的に

配置するための検証や女性労働者に対する研修等職域拡大に関する取組

⑤ 管理職の手前の職階 にある女性労働者を対象とした、昇格意欲の喚起又は管理

職に必要なマネジメント能力等の付与のための研修

（イ） 管理職に向けた取組等

① 企 業 ト ッ プ 等 に よ る 女 性 の 活 躍 推 進 及 び 能 力 発 揮 に 向 け た 職 場 風 土 の 改 革 に

関する研修等の取組

② 女性労働者の育成に関する管理職研修等の取組

③ 働 き 続 け な が ら 子 育 て を 行 う 女 性 労 働 者 が キ ャ リ ア 形 成 を 進 め て い く た め に

必要な業務体制及び働き方の見直し等に関する管理職研修

④ 育 児 休 業 等 を 取 得 し て も 中 長 期 的 に 処 遇 上 の 差 を 取 り 戻 す こ と が 可 能 と な る

ような昇進基準及び人事評価制度の見直しに 向けた取組

カ 子どもを育てる労働者が利用できる次のいずれか一つ以上の措置の実施

（ア） 三歳以上の子を養育する労働者に対する所定外労働の制限

（イ） 三歳以上の子を養育する労働者に対する短時間勤務制度

（ウ） フレックスタイム制度

（エ） 始業・終業時刻の繰上げ又は繰下げの制度

キ 子どもを育てる労働者が利用できる事業所内保育施設の設置及び運営

ク 子どもを育てる労働者が子育てのためのサービスを利用する際に要する費用の援助の措置

の実施

ケ 労働者が子どもの看護のための休暇 について、時間単位で 取得できる等より利用しや

すい制度の導入

コ 希望する労働者に対する 職務や勤務地等 の限定制度の実施

サ 子 育 て を 行 う 労 働 者 の 社 宅 へ の 入 居 に 関 す る 配 慮 、 子 育 て の た め に 必 要 な 費 用 の 貸

付 け の 実 施 な ど 子 育 て を し な が ら 働 く 労 働 者 に 配 慮 し た 措 置 の 実 施

シ 育 児 ・ 介 護 休 業 法 に 基 づ く 育 児 休 業 等 、 雇 用 保 険 法 に 基 づ く 育 児 休 業 給 付 、 労 働 基

準 法 に 基 づ く 産 前 産 後 休 業 な ど 諸 制 度 の 周 知

ス 出 産 や 子 育 て に よ る 退 職 者 に つ い て の 再 雇 用 制 度 の 実 施
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そ
の
他

（概要を記載すること）

２

働
き
方
の
見
直
し
に
資
す
る
多
様

な
労
働
条
件
の
整
備

ア 所定外労働の削減のための措置の実施

イ 年次有給休暇の取得の促進のための措置の実施

ウ 短時間正社員制度の導入・定着

エ 在宅勤務やテレワーク等の場所にとらわれない働き方の導入

オ 職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識の是正のための情報提供・研修の実施

そ
の
他

（概要を記載すること）

２

１
以
外
の
次
世
代
育
成
支
援
対
策
に

関
す
る
事
項

(１) 託 児 室 ・ 授 乳 コ ー ナ ー や 乳 幼 児 と 一 緒 に 利 用 で き る ト イ レ の 設 置 等 の 整 備 や 商 店 街

の 空 き 店 舗 等 を 活 用 し た 託 児 施 設 等 各 種 の 子 育 て 支 援 サ ー ビ ス の 場 の 提 供

(２) 地 域 に お い て 子 ど も の 健 全 な 育 成 の た め の 活 動 等 を 行 う Ｎ Ｐ Ｏ 等 へ の 労 働 者 の 参 加

を 支 援 す る な ど 、 子 ど も ・ 子 育 て に 関 す る 地 域 貢 献 活 動 の 実 施

(３) 子 ど も が 保 護 者 で あ る 労 働 者 の 働 い て い る と こ ろ を 実 際 に 見 る こ と が で き る 「 子 ど

も 参 観 日 」 の 実 施

(４) 労 働 者 が 子 ど も と の 交 流 の 時 間 を 確 保 し 、 家 庭 の 教 育 力 の 向 上 を 図 る た め 、 企 業 内

に お い て 家 庭 教 育 講 座 等 を 地 域 の 教 育 委 員 会 等 と 連 携 し て 開 設 す る 等 の 取 組 の 実 施

(５) 若年者に対するインターンシップ等の就業体験機会の提供、トライアル雇用等を通じ

た雇入れ、適正な募集・採用機会の確保その他の雇用管理の改善又は職業訓練の推進

そ
の
他

（概要を記載すること）
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（第四面）

（記載要領）

１．「届出年月日」欄は、都道府県労働局長に「一般事業主行動計画策定・変更届」（以下「届

出書」という。）を提出する年月日を記載すること。

２．「一般事業主の氏名又は名称、代表者の氏名、主たる事業、住所及び電話番号」欄は、申

請を行う一般事業主の氏名又は名称、主たる事業、住所及び電話番号を記載すること。氏

名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載すること。一般事業主

が法人の場合にあっては、法人の名称、代表者の氏名、主たる事業、主たる事務所の所在

地及び電話番号を記載すること。代表者の氏名については、記名押印又は自筆による署名

のいずれかにより記載すること。電話番号については、主たる事務所の電話番号を記載す

ること。

３．「一般事業主行動計画を（策定・変更）」欄は、該当する文字を○で囲むこと。

４．「１．常時雇用する労働者の数」欄は届出書を提出する日又は提出する日前の１か月以内

のいずれかの日において常時雇用する労働者の数、うち有期契約労働者の数及び男女別労

働者の数を記載すること。

５．「２．一般事業主行動計画を（策定・変更）した日」欄は、該当する文字を○で囲むとと

もに、策定又は変更した日を記載すること。

６．「３．変更した場合の変更内容」欄は、該当するものの番号を○で囲むこと。

７．「４．一般事業主行動計画の計画期間」欄は、策定した一般事業主行動計画の計画期間の

初日及び末日の年月日を記載すること。

８．「５．規定整備の状況」欄は、該当する文字を○で囲むこと。

９．「６．一般事業主行動計画を外部へ公表した日又は公表予定日」欄は、策定した一般事業

主行動計画を「両立支援のひろば」等に公表した年月日又は公表を予定している年月日を

記載すること。

10．「７．一般事業主行動計画の外部への公表方法」欄は、該当するものの番号を○で囲み、

①を○で囲んだ場合は、括弧内の具体的方法を○で囲むか、記載すること。②を○で囲ん

だ場合は、①以外の公表の方法を記載すること。なお、当該欄については、公表が義務で

ある事業主については、必ず記載すること。また、努力義務である事業主については、公

表を行っている場合に記載すること。

11．「８．一般事業主行動計画の労働者への周知の方法」欄は、該当するものの番号を○で囲

み、④を○で囲んだ場合は、①から③以外の周知の方法を記載すること。なお、当該欄に

ついては、周知が義務である事業主については、必ず記載すること。また、努力義務であ

る事業主については、周知を行っている場合に記載すること。

12．「９．次世代育成支援対策の内容」欄は、一般事業主行動計画の内容として定めた事項に

ついて、行動計画策定指針（平成 年内閣府、国家公安委員会、文部科学省、厚生労働省、

農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第 号）において一般事業主行動計画

に盛り込むことが望ましいとされている事項を定めた場合は、その記号（１の（１）のア

からス、１の（２）のアからオ又は２の（１）から（５））を○で囲み、その他の項目を

定めた場合は１の（１）の「その他」、１の（２）の「その他」又は２の「その他」にそ

の概要を記載すること。変更届の場合は、変更後の一般事業主行動計画の内容として定め

られている項目の全てについて○で囲み、又は記載すること。

13．「 10．次世代育成支援対策推進法第 13 条に基づく認定（くるみん認定）の申請をする予

定」欄は、該当する文字を○で囲むこと。

14．「 11．次世代育成支援対策推進法第 15 条の２に基づく特例認定（プラチナくるみん認定）

の申請をする予定」欄は、該当する文字を○で囲むこと。
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Ⅲ 　認定の取得

　行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、行動計画で設定した目標を達成
し、一定の基準を満たす事業主は、都道府県労働局に申請を行うことにより、
「子育てサポート企業」（くるみん認定企業）として、厚生労働大臣の認定を受け
ることができます。
　また、くるみん認定企業のうち、より高い水準の取組を行った企業が、一定の
要件を満たした場合、優良な「子育てサポート企業」（プラチナくるみん認定企
業）として、厚生労働大臣の特例認定を受けることができます。
　プラチナくるみん認定企業は、行動計画策定義務が免除されるとともに、毎年
少なくとも１回、次世代育成支援対策の実施状況を公表する必要があります。

プラチナくるみん認定を取得した企業は、毎年少なくとも１回、
厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」に以下の事項を公表いただく必要があります。

❶　男性の育児休業等取得に関する事項
❷　女性の育児休業等取得に関する事項
❸　３歳から小学校就学前の子を育てる労働者のための短時間勤務等
の措置の内容

❹　所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進のための取組など働
き方の見直しに資する多様な労働条件の整備に関して講じている
措置の内容

❺　女性の継続就業に関する事項
❻　育児をしつつ活躍する女性を増やすための取組として、女性労働
者の能力向上やキャリア形成のための支援などの取組内容、その
実施状況

 ❶～❻の事項を
　　　公表してね！

●行動計画策定義務あり
●行動計画策定義務なし
●毎年少なくとも１回、次世代育
成支援対策の実施状況を公表

認定

「両立支援のひろば」  ▶ULR : https://www.ryouritsu.jp/（ウェブサイト名は変更の可能性があります） 

厚生労働省リーフレット「くるみん認定　プラチナくるみん認定の認定基準・認定マークが決定し
ました！」より抜粋�
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１　認定取得のメリット
①「くるみん」「プラチナくるみん」マークを利用できます。
�　�　認定を受けると、「くるみん」「プラチナくるみん」マークを利用することが
できます。マークを商品や広告に付すことで、仕事と子育ての両立支援に取り
組む企業であることをPRでき、優秀な人材の確保や企業のイメージ向上等に
つながります。

②各府省庁における公共調達で有利になります。

●「くるみん」マーク
　「くるみん」という愛称には、赤ちゃんが大事に包ま
れる「おくるみ」と「職場ぐるみ、会社ぐるみ」で仕事
と子育ての両立支援に取り組もうという意味が込められ
ています。
　平成29年４月１日以降に、新基準の下で認定を受けた
企業は、あたらしい「くるみん」マークを使用できるよ
うになりました。（①最新の認定取得年、②「子育てサ
ポートしています」という文言が記載されるようになり
ました）取得回数に応じて星が増えていく点は同じで
す。これまでのくるみんマークも使用できます。

●「プラチナくるみん」マーク
　プラチナくるみんマークには、マントと王冠がついて
おり、くるみんマーク取得企業よりも両立支援の取組が
進んでいることを表現しています。�
　カラーは、名称でもあるプラチナ色とし、マントの色
は企業のカラーに合った12色の中から選択できます。
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２　認定基準（令和２年１月現在）

�

厚生労働省リーフレット「くるみん認定　プラチナくるみん認定の認定基準・認定マークが改正さ
れます」より抜粋

１．雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な一般
事業主行動計画を策定したこと。

２．行動計画の計画期間が、２年以上５年以下であること。

３．行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。

４．平成２１年４月1日以降に策定・変更した行動計画を公表し、労働
者への周知を適切に行っていること。

５．男性の育児休業等取得について、次の①又は②を満たすこと
① 計画期間において、男性労働者のうち、配偶者が出産した男性

労働者に対する育児休業等を取得した者の割合が７％以上である
こと

② 計画期間において、男性労働者のうち、配偶者が出産した男性
労働者に対する育児休業等を取得した者及び育児休業等に類似し
た企業独自の休暇制度を利用した者の割合が15％以上であり、か
つ、育児休業等をした者の数が１人以上いること

＜労働者数300人以下の企業の特例＞
計画期間内に男性の育児休業等取得者又は育児休業等に類似した

企業独自の休暇制度の利用者がいなかった場合でも、①～④のいず
れかに該当すれば基準を満たす。

① 計画期間内に、子の看護休暇を取得した男性労働者がいるこ
と（１歳に満たない子のために利用した場合を除く）。

② 計画期間内に、子を育てる労働者に対する所定労働時間の短
縮措置を利用した男性労働者がいること。

③ 計画の開始前３年以内の期間に、育児休業等を取得した男性
労働者の割合が７％以上であること。

④ 計画期間内に、小学校就学前の子を育てる男性労働者がいない
場合において、中学校卒業までの子又は小学校就学前の孫につい
ての子育てを目的とした企業独自の休暇制度を利用した男性労働
者がいること。

６． 計画期間において、女性労働者の育児休業等取得率が、75％以
上であること。

＜従業員300人以下の企業の特例＞
上記６.を満たさない場合でも、計画期間とその開始前の一定期間

（最長３年間）を合わせて計算したときに、女性の育児休業等取得
率が７５％以上であれば基準を満たす。

７．３歳から小学校就学前の子を育てる労働者について、「育児休業
に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、 所定労働時間の
短縮措置又は始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じている。

８．労働時間数について、次の①及び②を満たすこと
① フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の

平均が各月45時間未満であること。
② 月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと。

９．次の①～③のいずれかを具体的な成果に係る目標を定めて
実施していること。

① 所定外労働の削減のための措置
② 年次有給休暇の取得の促進のための措置
③ 短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他の働き方の

見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
※必ずしも一般事業主行動計画に目標を定める必要はありません

１０．法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な
事実がないこと

※「その他関係法令に違反する重大な事実」とは、以下の法令違反
等を指します。
・ 労働基準法、労働安全衛生法等に違反して送検公表
・ 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法で勧告
・ 労働保険料未納
・ 長時間労働等に関する重大な労働法令に違反し、是正意思なし
・ 労働基準関係法令の同一条項に複数回違反
・ 違法な長時間労働を繰り返し行う企業の経営トップに対する
都道府県労働局長による是正指導の実施に基づき企業名公表 等

１～４ 改正くるみん認定基準１～４と同一。

５．男性の育児休業等取得について、次の①又は②を満たすこと
① 計画期間において、男性労働者のうち、配偶者が出産した男性

労働者に対する育児休業等を取得した者の割合が１３％以上
② 計画期間において、男性労働者のうち、配偶者が出産した男性

労働者に対する育児休業等を取得した者及び育児休業等に類似
した企業独自の休暇制度を利用した者の割合が３０％以上、
かつ、育児休業等を取得した者が１人以上いること。

＜従業員300人以下の企業の特例＞
計画期間内に男性の育児休業等取得者又は育児休業等に類似した

企業独自の休暇制度の利用者がいない場合でも、改正くるみん
認定の５.の①、②、④もしくは「計画の開始前３年間に、
育児休業等を取得した男性労働者の割合が１３％以上」の
いずれかに該当すれば基準を満たす。

６・７・８ 改正くるみん認定基準６・７・８と同一。

９．改正くるみん認定基準の９.の①～③すべてに取り組み、①又は
②について数値目標を定めて実施し、達成すること。

１０．計画期間において、
① 子を出産した女性労働者のうち、子の１歳誕生日に在職（育休

中を含む）している者の割合が９０％以上
② 子を出産した女性労働者及び子を出産する予定であったが退職

した女性労働者のうち、子の１歳誕生日に在職（育休中を含
む）している者の割合が５５％以上のいずれかを満たすこと。

＜従業員300人以下の企業の特例＞
上記１０の①又は②に該当しない場合でも、計画期間とその開始

前の一定期間（最長３年間）を併せて計算し①又は②を満たせば、
基準を満たす。

１１．育児休業等を取得し又は子育てをする女性労働者が就業を継続
し、活躍できるよう、能力向上やキャリア形成のための支援な
どの取組の計画を策定し、これを実施していること。

１２. 改正くるみん認定基準１０と同一。

改正認定基準一覧
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※�本表は法令により求められる制度の概要であり、各事業所においてより広い内容
の制度とすることが望ましいものです。

育　児　関　係

休　
　
　
業　
　
　
制　
　
　
度

休業の定義 ○ 労働者が原則としてその１歳に満たない子を養育するためにする休業

対象労働者

○ 労働者（日々雇用を除く）
○有期契約労働者は、申出時点において、次の要件を満たすことが必要
　・ 同一の事業主に引き続き雇用された期間が１年以上であること
　・ 子が１歳６カ月（２歳までの休業の場合は２歳）を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新

されないことが明らかでないこと
○労使協定で対象外にできる労働者
　・雇用された期間が１年未満の労働者
　・ １年（１歳以降の休業の場合は、６か月）以内に雇用関係が終了する労働者
　・週の所定労働日数が２日以下の労働者

対象となる…
家族の範囲 ○子

回 数

○ 子１人につき、原則として１回（ただし、子の出生日から８週間以内にした最初の育児休業を除く。）
○ 以下の事情が生じた場合には、再度の育児休業取得が可能
　・ 新たな産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始により育児休業が終了した場合で当該休

業に係る子又は家族が死亡等した場合
　・ 配偶者が死亡した場合又は負傷、疾病、障害により子の養育が困難となった場合
　・ 離婚等により配偶者が子と同居しないこととなった場合
　・ 子が負傷、疾病、障害により２週間以上にわたり世話を必要とする場合
　・ 保育所等入所を希望しているが、入所できない場合
○ 子が１歳以降の休業については、子が１歳までの育児休業とは別に取得可能

期 間
○ 原則として子が１歳に達するまでの連続した期間
○ ただし、配偶者が育児休業をしているなどの場合は、子が１歳２か月に達するまで出産日と産

後休業期間と育児休業期間とを合計して１年間以内の休業が可能

期 間
（延長する場合）

○ 子が１歳に達する日において（子が１歳２か月に達するまでの育児休業が可能である場合に１
歳を超えて育児休業をしている場合にはその休業終了予定日において）いずれかの親が育児休
業中であり、かつ次の事情がある場合には、子が１歳６か月に達するまで可能

　・ 保育所等への入所を希望しているが、入所できない場合
　・ 子の養育を行っている配偶者（もう一人の親）であって、１歳以降子を養育する予定であっ

たものが死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難になった場合
　※ 同様の条件で１歳６か月から２歳までの延長も可能

手 続

○  書面等で事業主に申出
　・ 事業主は、証明書類の提出を求めることができる
　・ 事業主は、育児休業の開始予定日及び終了予定日等を、書面等で労働者に通知
○ 申出期間（事業主による休業開始日の繰下げ可能期間）は１か月前まで（ただし、出産予定日

前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は、１週間前まで）
　１歳以降の休業の申出は２週間前まで
○ 出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は、１回に限り開始予定日の繰上げ可
○ １か月前までに申し出ることにより、子が１歳に達するまでの期間内で１回に限り終了予定日の繰下げ可
　 １歳以降の休業をしている場合は、２週間前の日までに申し出ることにより、子が１歳６か月
（又は２歳）に達するまでの期間内で１回に限り終了予定日の繰下げ可

○ 休業開始予定日の前日までに申し出ることにより撤回可
○ 上記撤回の場合、原則再度の申出不可

子
の
看
護
休
暇

制度の内容

○ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、１年に５日まで（当該子が２人以上
の場合は10日まで）、病気・けがをした子の看護又は子に予防接種・健康診断を受けさせるため
に、休暇が取得できる

○ 半日（所定労働時間の２分の１）単位での取得も可能。ただし、１日の所定労働時間が４時間
以下の労働者及び、労使協定により、半日単位での取得が困難と認められる業務に従事する労
働者は、１日単位での取得　

○ 労使協定により、所定労働時間の２分の１以外の時間数を半日と定めることも可能

対象労働者
○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者（日々雇用を除く）
○労使協定で対象外にできる労働者
　・勤続６か月未満の労働者
　・週の所定労働日数が２日以下の労働者

【参考】　育児・介護休業法のポイント
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所
定
外
労
働
を
制
限
す
る
制
度

制度の内容 ○ ３歳に満たない子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業
主は所定労働時間を超えて労働させてはならない

対象労働者
○３歳に満たない子を養育する労働者（日々雇用を除く）
○労使協定で対象外にできる労働者
　１　勤続１年未満の労働者
　２　週の所定労働日数が２日以下の労働者

期間・回数 ○１回の請求につき１月以上１年以内の期間
○請求できる回数に制限なし

手 続 ○開始の日の１月前までに請求
例 外 ○事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める

時
間
外
労
働
を
制
限
す
る
制
度

制度の内容 ○ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合にお
いては、事業主は制限時間（１月24時間、１年150時間）を超えて労働時間を延長してはならない

対象労働者

○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
　ただし、以下に該当する労働者は対象外
　１　日々雇用される労働者
　２　勤続１年未満の労働者
　３　週の所定労働日数が２日以下の労働者

期間・回数 ○１回の請求につき１月以上１年以内の期間
○請求できる回数に制限なし

例 外 ○事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める
手 続 ○開始の日の１月前までに請求

深
夜
業
を
制
限
す
る
制
度

制度の内容 ○ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合
においては、事業主は午後10時〜午前５時（「深夜」）において労働させてはならない

対象労働者

○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
　ただし、以下に該当する労働者は対象外
　１　日々雇用される労働者
　２　勤続１年未満の労働者
　３　保育ができる同居の家族がいる労働者
　　　保育ができる同居の家族とは、16歳以上であって、
　　　イ 　深夜に就労していないこと（深夜の就労日数が１月につき３日以下の者を含む）
　　　ロ 　負傷、疾病又は心身の障害により保育が困難でないこと
　　　ハ 　６週間（多胎妊娠の場合は14週間）以内に出産する予定であるか、又は産後８週間を

経過しない者でないこと
　　　のいずれにも該当する者をいう
　４　週の所定労働日数が２日以下の労働者
　５　所定労働時間の全部が深夜にある労働者

期間・回数 ○１回の請求につき１月以上６月以内の期間
○請求できる回数に制限なし

手 続 ○開始の日の１月前までに請求
例 外 ○事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める

所定労働時間の
短縮措置等　　

○ ３歳に満たない子を養育する労働者（日々雇用を除く）であって育児休業をしていないもの
（１日の所定労働時間が６時間以下である労働者を除く）に関して、１日の所定労働時間を原則
として６時間とする措置を含む措置を講ずる義務

　 ただし、労使協定で以下の労働者のうち所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定めら
れた労働者は対象外

　１　勤続１年未満の労働者
　２　週の所定労働日数が２日以下の労働者
　３ 　業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難

と認められる業務に従事する労働者
○ 上記３の労働者について所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該労働者に

ついて、次の措置のいずれかを講ずる義務
　・ 育児休業に関する制度に準ずる措置
　・ フレックスタイム制
　・ 始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ
　・ 事業所内保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

小学校就学の始期
に達するまでの子
を養育又は家族を
介護する労働者に
関する措置

○ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、育児休業に関する制度、所定
外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又はフレックスタイム制等の措置に準じ
て、必要な措置を講ずる努力義務

○ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、配偶者出産休暇等の育児に関
する目的で利用できる休暇制度を講ずる努力義務
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育児休業等に関
するハラスメン
トの防止措置

○ 事業主は、育児休業、介護休業その他子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置の申出・
利用に関する言動により、労働者の就業環境が害されることがないよう、労働者からの相談に
応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講ずる義務

労働者の配置に
関する配慮

○ 就業場所の変更を伴う配置の変更において、就業場所の変更により就業しつつ子の養育や家族の介
護を行うことが困難となる労働者がいるときは、その子の養育や家族の介護の状況に配慮する義務

不利益取扱いの
禁止

○ 育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の
制限、所定労働時間の短縮措置等について、申出をしたこと、又は取得等を理由とする解雇そ
の他不利益な取扱いの禁止

育児・介護休業
等の個別周知

○ 事業主は、次の事項について、就業規則等にあらかじめ定め、周知する努力義務
　・ 育児休業及び介護休業中の待遇に関する事項
　・ 育児休業及び介護休業後の賃金、配置その他の労働条件に関する事項
　・ その他の事項
○ 事業主は、労働者又はその配偶者が妊娠・出産したことを知った場合や、労働者が介護してい

ることを知った場合に、当該労働者に対し、個別に関連制度を周知する努力義務

介　護　関　係

休　
　
　
業　
　
　
制　
　
　
度

休業の定義 ○ 労働者がその要介護状態（負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、２週間以上の期
間にわたり常時介護を必要とする状態）にある対象家族を介護するためにする休業

対象労働者

○労働者（日々雇用を除く）
○有期契約労働者は、申出時点において、次の要件を満たすことが必要
　・同一の事業主に引き続き雇用された期間が１年以上であること
　・ 介護休業取得予定日から起算して93日経過する日から６か月を経過する日までに労働契約期間

が満了し、更新されないことが明らかでないこと
○労使協定で対象外にできる労働者
　・雇用された期間が１年未満の労働者
　・93日以内に雇用関係が終了する労働者
　・週の所定労働日数が２日以下の労働者

対象となる
家族の範囲

○配偶者（事実婚を含む。以下同じ。）
　父母、子、配偶者の父母
　祖父母、兄弟姉妹及び孫

回 数 ○対象家族１人につき、３回
期 間 ○対象家族１人につき通算93日まで

手 続

○ 書面等で事業主に申出
　・事業主は、証明書類の提出を求めることができる
　・事業主は、介護休業の開始予定日及び終了予定日等を、書面等で労働者に通知
○ 申出期間（事業主による休業開始日の繰下げ可能期間）は２週間前まで
○ ２週間前の日までに申し出ることにより、93日の範囲内で、申出毎に１回に限り終了予定日の繰下げ可
○ 休業開始予定日の前日までに申出ることにより、撤回可
○ 上記撤回の場合、その後の再度の申出は１回は可

介…　
護…　
休…　
暇

制度の内容

○ 要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、１年に５日まで（対象家族が２
人以上の場合は10日まで）、介護その他の世話を行うために、休暇が取得できる

○ 半日（所定労働時間の２分の１）単位での取得も可能。ただし、１日の所定労働時間が４時間以
下の労働者及び、労使協定により、半日単位での取得が困難と認められる業務に従事する労働者
は、１日単位での取得

○ 労使協定により、所定労働時間の２分の１以外の時間数を半日と定めることも可能

対象労働者
○ 要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者（日々雇用を除く）
○ 労使協定で対象外にできる労働者
　・ 勤続６か月未満の労働者
　・ 週の所定労働日数が２日以下の労働者

所
定
外
労
働
を
制
限
す
る
制
度

制度の内容 ○ 要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合にお
いては、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならない

対象労働者
○要介護状態にある対象家族を介護する労働者（日々雇用を除く）
○労使協定で対象外にできる労働者
　１　勤続１年未満の労働者
　２　週の所定労働日数が２日以下の労働者

期間・回数 ○１回の請求につき１月以上１年以内の期間
○請求できる回数に制限なし

手 続 ○開始の日の１月前までに請求
例 外 ○事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める
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時
間
外
労
働
を
制
限
す
る
制
度

制度の内容 ○ 要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合におい
ては、事業主は制限時間（１月24時間、１年150時間）を超えて労働時間を延長してはならない

対象労働者

○要介護状態にある対象家族を介護する労働者
　ただし、以下に該当する労働者は対象外
　１　日々雇用される労働者
　２　勤続１年未満の労働者
　３　週の所定労働日数が２日以下の労働者

期間・回数 ○１回の請求につき１月以上１年以内の期間
○請求できる回数に制限なし

例 外 ○事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める
手 続 ○開始の日の１月前までに請求

深
夜
業
を
制
限
す
る
制
度

制度の内容 ○ 要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合にお
いては、事業主は午後10時〜午前５時（「深夜」）において労働させてはならない

対象労働者

○要介護状態にある対象家族を介護する労働者
　ただし、以下に該当する労働者は対象外
　１　日々雇用される労働者
　２　勤続１年未満の労働者
　３　介護ができる同居の家族がいる労働者
　　　介護ができる同居の家族とは、16歳以上であって、
　　イ　深夜に就労していないこと（深夜の就労日数が１月につき３日以下の者を含む）
　　ロ　負傷、疾病又は心身の障害により介護が困難でないこと
　　ハ  　６週間（多胎妊娠の場合は14週間）以内に出産する予定であるか、又は産後８週間を経

過しない者でないこと
　　のいずれにも該当する者をいう
　４　週の所定労働日数が２日以下の労働者
　５　所定労働時間の全部が深夜にある労働者

期間・回数 ○１回の請求につき１月以上６月以内の期間
○請求できる回数に制限なし

手 続 ○開始の日の１月前までに請求
例 外 ○事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める

所定労働時間の
短縮措置等

○ 常時介護を要する対象家族を介護する労働者（日々雇用を除く）に関して、対象家族１人につき次
の措置のいずれかを、利用開始から３年以上の間で２回以上の利用を可能とする措置を講ずる義務

　・所定労働時間を短縮する制度
　・フレックスタイム制
　・始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ
　・労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度
　 ただし、労使協定で以下の労働者のうち所定労働時間の短縮措置等を講じないものとして定めら

れた労働者は対象外
　１　勤続１年未満の労働者
　２　週の所定労働日数が２日以下の労働者

小学校就学の始期
に達するまでの子
を養育又は家族を
介護する労働者に
関する措置

○ 家族を介護する労働者に関して、介護休業制度又は所定労働時間の短縮等の措置に準じて、その
介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずる努力義務

育児休業等に関
するハラスメン
トの防止措置

○ 事業主は、育児休業、介護休業その他子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置の申出・利
用に関する言動により、労働者の就業環境が害されることがないよう、労働者からの相談に応
じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講ずる義務

労働者の配置に
関する配慮

○ 就業場所の変更を伴う配置の変更において、就業場所の変更により就業しつつ子の養育や家族の介
護を行うことが困難となる労働者がいるときは、その子の養育や家族の介護の状況に配慮する義務

不利益取扱いの
禁止

○ 育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制
限、所定労働時間の短縮措置等について、申出をしたこと、又は取得等を理由とする解雇その他
不利益な取扱いの禁止

育児 ・介護休業
等の個別周知

○事業主は、次の事項について、就業規則等にあらかじめ定め、周知する努力義務
　・育児休業及び介護休業中の待遇に関する事項
　・育児休業及び介護休業後の賃金、配置その他の労働条件に関する事項
　・その他の事項
○ 事業主は、労働者又はその配偶者が妊娠・出産したことを知った場合や、労働者が介護している

ことを知った場合に、当該労働者に対し、個別に関連制度を周知する努力義務

★�令和３年１月１日から、育児・介護休業法に関する法律施行規則及び事業主が講
ずべき措置に関する指針の一部改正に伴い、原則として、子の看護休暇及び介護
休暇について時間単位での取得が認められることとなります。
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　東京都では育児・介護などの家庭と仕事の両立支援に積極的に取り組む企業等を、「家庭と仕事の
両立支援推進企業」（以下「登録企業」という。）として登録し、両立支援制度の整備状況や利用実
績に応じた「両立支援推進企業マーク」を付与する制度を設けています。
　登録企業の優れた取組などの情報は、東京都が専用Webサイトやイベント等で周知することに
よりイメージアップを図り、家庭と仕事の両立支援制度の充実へ向けた気運を醸成します。
　企業の皆様の積極的なご応募をお待ちしております。

家庭と仕事の両立支援ポータルサイト
家庭と仕事の両立　ポータル 検索

【URL】https://www.katei-ryouritsu.metro.tokyo.jp/

〒102−0072　東京都千代田区飯田橋３−10−３ …東京しごとセンター９階
東京都労働相談情報センター…事業普及課…企業支援担当
TEL　03−5211−2248
TOKYO…はたらくネット 検索

【URL】https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/ryoritsu/touroku/

制度内容
　「育児と仕事との両立」「介
護と仕事との両立」の２種類に
ついて、それぞれの制度整備状
況と利用実績を基に評価しま
す。評価方法は、企業等から提
出された申請書類と、東京都職
員が企業等を訪問する現地調査
に基づき確認を行います。
　登録企業に登録されると、制度整備や利用実績
に応じて★の数（育児・介護それぞれ１～３個）
が変わる「両立支援推進企業マーク」を付与し、
東京都の専用ウェブサイトにて公表します。
　登録基準となる両立支援制度については、「育児
休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者
の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号。以下
「育介法」という。）に規定する育児や介護に関する
制度を中心に、原則、法令を上回る内容に設定して
います。（中小企業においては、一部要件を緩和。）

登録のメリット

登録対象
１．都内で事業を営んでいる企業等であること。
２．�常時雇用する従業員を２名以上、かつ、６か

月以上継続して雇用していること。
３．�加入条件に該当する従業員を雇用保険の被保

険者としていること。
４．就業規則を作成していること。
５．過去５年間に重大な法令違反等がないこと。
　※登録は、事業所単位ではなく企業・団体単位です。
　※…その他にも対象要件がございます。詳細は下記

ホームページをご確認ください。

得点
　育児・介護各14項目、20点満点で採点
し、下記の基準に応じた★付きマークを付
与します。

　※�中小企業においては、一部採点要件を
緩和しています。

１．…東京都の専用ウェブサイトに、企業情報
のほか、登録内容（★の数）や取組内容
を掲載し、広く周知します。

２．…「両立支援推進企業マーク」を自社
ホームページや会社案内パンフレッ
ト、名刺等に掲載し、自社の両立支援
の取組を学生や取引先などへPRしてい
ただけます。

３．…東京都主催のライフ・ワーク・バラン
ス普及促進イベントで登録企業を紹介
します。

４．…中小企業紹介＆学生向け情報冊子「東
京カイシャハッケン伝」に掲載を予定
しています。

５．…登録企業は、東京都の中小企業制度融
資（働き方改革支援メニュー）をご利
用いただけます。

※４、５は中小企業のみ対象としています。

８点以上…★　
12点以上…★★　
16点以上…★★★

両立支援推進企業
マーク

専用Webサイト

申請窓口・
お問い合わせ先

家庭と仕事の両立支援推進企業
登録制度のご案内
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評価項目
育児と仕事の両立支援

評　価　項　目 制　度
（１つ0.5点）

実　績
（１つ１点）

育児休業
子が１歳以上でも育児休業を取得可能、又は、保育園に落選した場合に、２歳を超
えても育児休業を取得可能。
（中小企業：法定通りに育児休業が定められている。）
男性従業員が15日以上の育児休業を取得している。 −

子育て関係
の休暇

看護休暇について、対象となる子が１人の場合は６日以上（２人以上の場合は11
日以上）と定められている。
（中小企業：法定通りに対象となる子が１人の場合は５日以上（２人以上の場合は
10日以上）であることが定められている。）
看護休暇を時間単位に分割して取得できる。
（中小企業：法定通りに半日単位に分割して取得できることが定められている。）
看護休暇を小学校就学以上の子を持つ従業員も取得できる。
看護休暇が有給である。
看護休暇以外の、育児目的休暇の制度がある。
※該当する休暇制度がある場合は名称を記入してください。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　  　）
配偶者が出産したときの休暇制度がある。

柔軟な働き
方の制度

３歳以上の子を持つ従業員にも短時間勤務制度がある。
（中小企業：法定通りに３歳に満たない子を養育する従業員に、短時間勤務制度が
定められている。）
育児をする従業員が利用できるフレックスタイム制度又は時差出勤制度がある。
育児をする従業員が利用できるテレワーク制度がある。

相談窓口・
研修

相談員又は相談窓口の設置がある。
育児との両立に関する管理職に対する研修を行っている。
育児との両立に関する社内制度の周知を行っている。 −

「○」の数の合計
得点

合計得点／獲得★

介護と仕事の両立支援
評　価　項　目 制　度

（１つ0.5点）
実　績
（１つ１点）

介護休業
介護休業が94日以上取得できる制度がある。
（中小企業：法定通りに介護休業が定められている。）
介護休業が４分割以上にできる旨が定められている。
（中小企業：法定通りに介護休業が３分割にできる旨が定められている。）

介護のため
の休暇

対象となる家族が１人の場合は６日以上（２人以上の場合は11日以上）と定めら
れている。
（中小企業：法定通りに対象となる家族が１人の場合は５日以上（２人以上の場
合は10日以上）であることが定められている。）
介護休暇が時間単位に分割して取得できる。
（中小企業：法定通りに半日単位に分割して取得できることが定められている。）
介護休暇が有給である。
介護休暇以外で、介護に関する目的で利用できる休暇制度がある。
※該当する休暇制度がある場合は名称を記入してください。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　  　）

柔軟な働き
方の制度

介護をする従業員が利用できる短時間勤務制度がある。
介護をする従業員が利用できるフレックスタイム制度又は時差出勤制度がある。
介護費用の一部を支援する制度がある。
介護をする従業員が利用できるテレワーク制度がある。

相談窓口・
研修

相談員又は相談窓口の設置がある。
介護との両立に関する管理職に対する研修を行っている。
介護との両立に関する社内制度の周知を行っている。 −
ハンドブック等、介護全般に関する会社独自の普及啓発資料を作成している。 −

「○」の数の合計
得点

合計得点／獲得★
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⑴　東京都労働相談情報センター
　労働相談情報センターでは、労働法や労働問題に関するセミナーや、労働資料
の提供等を行っています。
　また、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、解雇など労働者や事業主から
寄せられる労働相談全般に関する相談に応じています。

❖電話相談

東京都ろうどう110番 電話…0570（00）6
ろうどう110番

110 月〜金：９時〜20時
　土　：９時〜17時

※祝日及び12月29日～１月３日は実施していません。
※土曜日の相談は、祝日及び12月28日～１月４日は実施していません。

❖来所相談（事前予約制）
⃝�担当区域に応じて、各事務所が、月～金曜日の９時～17時まで実施しています
（祝日及び12月29日～１月３日を除く）。
⃝夜間相談（20時まで）は、各事務所が担当曜日に実施しています。
　※飯田橋では、土曜日も相談を受け付けています（９時～17時）。
⃝土曜日の相談は、祝日及び12月28日～１月４日は実施していません。
⃝�来所相談は、予約制になります。ご相談にあたっては、会社所在地を担当する事
務所をご利用ください（電話番号は次ページの各所来所相談予約電話を参照）。

❖心の健康相談（事前予約制）
　カウンセラーが職場における心の悩みに関する相談を受け付けています。ご利
用を希望される方は、事前予約が必要です。各事務所にお申し込みください。

事務所 曜　　日 相談時間 電話番号

飯田橋 第１〜第４火曜日
第１〜第４水曜日

午後２時〜５時

03（3265）6110

大　崎 第１・第３水曜日
第２・第４金曜日 03（3495）6110

池　袋 第２・第４水曜日 03（5954）6110
亀　戸 第２・第４木曜日 03（3637）6110
国分寺 第１〜第４金曜日 042（321）6110
八王子 第２・第４木曜日 042（645）6110

関係機関のご案内

59  



❖弁護士相談（事前予約制）
　労働相談情報センターでは、弁護士が労働問題に係る高度な法律解釈や判例等
の相談（裁判所で係争中の案件等を除く）に応じています。弁護士労働相談は、
１人１回限りで30分までとなります。ご利用を希望される方は、事前に予約が必
要です。

❖労働セミナー
　職場におけるハラスメントなど、労働問題に関する様々な内容のセミナーを実
施しています。詳しくは各事務所にお問合せください。

窓　口 所　在　地 セミナー等
問い合わせ電話

来所相談
予約電話 担…当…地…域 夜間

労働相談
情報セン
ター

（飯田橋）

〒102-0072
千代田区飯田橋３-10-３
東京しごとセンター９階

03（5211）2209 03（3265）6110

千代田区、中央区、
新宿区、渋谷区、
中野区、杉並区、
島しょ

月曜

金曜

大　崎
事務所

〒141-0032
品川区大崎１-11-１
ゲートシティ大崎
ウエストタワー２階

03（3495）4872 03（3495）6110
港区、品川区、
目黒区、大田区、
世田谷区

火曜

池　袋
事務所

〒170-0013
豊島区東池袋４-23-９ 03（5954）6501 03（5954）6110

文京区、豊島区、
北区、荒川区、
板橋区、練馬区

木曜

亀　戸
事務所

〒136-0071
江東区亀戸２-19-１
カメリアプラザ７階

03（3682）6321 03（3637）6110
台東区、墨田区、
江東区、足立区、
葛飾区、江戸川区

火曜

国分寺
事務所

〒185-0021
国分寺市南町３-22-10 042（323）8511 042（321）6110

立川市、武蔵野市、
三鷹市、青梅市、
昭島市、小金井市、
小平市、東村山市、
国分寺市、国立市、
福生市、東大和市、
清瀬市、東久留米市、
武蔵村山市、羽村市、
あきる野市、
西東京市、西多摩郡

月曜

八王子
事務所

〒192-0046
八王子市明神町３-５-１ 042（643）0278 042（645）6110

八王子市、府中市、
調布市、町田市、
日野市、狛江市、
多摩市、稲城市

水曜
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❖e-ラーニング
　ウェブ上で労働に関する様々な知識が身につくe-ラーニングを実施しています。
労働法や派遣・パート、メンタルヘルス等について学ぶことができます。
　⃝気軽に学べるウェブ労働法クイズ「チャレンジ！労働法」
　　https://roudouho.metro.tokyo.lg.jp/
　⃝事業者向けパート社員活用のための「パート労働ナビゲーション」
　　https://manabu.metro.tokyo.lg.jp/part/
　⃝労働者派遣に役立つ基礎知識が学べる「労働者派遣講座」
　　�https://manabu.metro.tokyo.lg.jp/haken/
　⃝メンタルヘルスケアの方法を気軽に学べる「働くあなたのメンタルヘルス」
　　https://www.kenkou-hataraku.metro.tokyo.lg.jp/
　⃝労働法を気軽に学べる動画「知らないと損する労働法」
　　https://manabu.metro.tokyo.lg.jp/douga

⑵　国関係機関
❖東京労働局雇用環境・均等部
　厚生労働省の地方出先機関として、以下の相談等に対応しています。
　⃝働き方・休み方（働き方改革）に関する相談
　⃝職場における男女の均等な取扱いに関する相談
　⃝妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱いに関する相談
　⃝�職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産、育児休業等に関するハ

ラスメント、パワーハラスメント対策に関する相談
　⃝母性健康管理、育児・介護休業等に関する相談
　⃝パートタイム・有期雇用労働法に関する相談　　　　　等
　これらに関するお問合せ、ご相談はこちらへお願いします。
�　�所在地��千代田区九段南１-２-１　九段第３合同庁舎14階
�　�電　話��03（3512）1611

❖21世紀職業財団
　21世紀職業財団は、多様性を尊重し、すべての人が持てる能力を十分発揮して
日々を健やかに働く職場環境を目指す働き方改革を提案、支援する事業を展開し
ています。セミナー講師派遣依頼等、各種サービスについては、こちらへお問い
合わせください。
�　�所在地��文京区本郷１-33-13　春日町ビル３階
�　�電　話��03（5844）1660
�　�Ｈ　Ｐ��http://www.jiwe.or.jp

61  



令和２年３月発行
平成31年度登録番号（31）253

■編集・発行
東京都 産業労働局 雇用就業部 労働環境課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号
TEL　03-5320-4649

■デザイン・印刷
　大東印刷工業株式会社



https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/

東京都雇用就業部ホームページ

「TOKYOはたらくネット」

東京都では、就職の機会均等を確保するために、
本人の適性と能力に基づく公正な採用選考を実施するよう
事業主の皆様のご理解とご協力をお願いしています。
詳細は、下記ホームページをご覧ください。

東京都の雇用就業に関する総合サイトで、事業案内、
セミナー開催情報、発行資料などをご覧いただけます。
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